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 ≤⇔≡ ⅝╢↓≤ 

(1) ─ ⌐ ╦╢ ─  

教育は、将来の社会を担っていく児童生徒を健全に育み、豊かな人生を切り拓き、持続可

能な社会の創り手となる「人づくり」の営みです。 

教師は、単なる知識の伝達者ではなく、児童生徒の人間形成全般に大きく関わり、その生

涯に多大な影響を与えます。教師の人間性や生きる姿勢は、児童生徒にとって人としての手

本になることを肝に銘じなければなりません。 

教職に就いたということは、「人づくり」の専門家になったということであり、児童生徒

の未来を創る仕事に就いたということです。教師に寄せられる社会の期待の大きさと使命の

重さを自覚するとともに、常に自らの力量を高め、自信と誇りをもって教育に携わらなけれ

ばなりません。 

 

(2) ⌐ ╘╠╣╢  12₈ ─ ─ ─√╘─ ₉  

時代がどのように変化しても、教育は人と人との触れ合いの上に成り立つものであり、教

師には、常に人間としての温かさと厳しさが求められます。また、教職は児童生徒の成長や

発達、心理についての深い理解や洞察の上に立って適切に指導・援助する専門職であるため、

教師にはその専門性の発揮が強く要求されます。 

私たち教師は、自ら学び考える力や豊かな人間性を身に付け、21 世紀をたくましく生きる

児童生徒を育成するために、次のような教師を目指して努力していきたいものです。 

 ủ ╩ ┌∆  

      全教育活動において、児童生徒一人一人のよさや可能性を見付け、個性を伸ばす教師 

  ủ ┬ ╩ ╘╢  

  児童生徒の興味･関心を引き出し、学ぶ意欲を高める教師 

 ủ  ≢⅝╢  

    教育的愛情と包容力をもって、児童生徒の思いや悩みを受け止めることができる教師 

  ủ  ╩ ╢  

   児童生徒が将来の生活や生き方を考えることができるよう、夢を語ることができる教師 

 ủ  ⅝ ⅝≤⇔√  

    様々な場で児童生徒を生き生きと指導できる教師 

 ủ  ™ ╩╙≈  

    社会の一員としての幅広い視野や協調性をもち、率先してものごとに取り組む教師 

  ủ  ╠╩ ↄ  

    学習内容や教育課題等に対して常に問題意識をもち、研修し実践する教師 

 

 ≤⇔≡ ╘╠╣╢╙─ 

(1) ─ ™ ≤⇔≡ 

公教育は、教育基本法にもうたわれているように、児童生徒を一人の人間として「人格の

完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに

健康な国民」に育てるという国民共通の願いと要請に基づき、「すべて国民は、ひとしく、

その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならない」という基本的立場で進め

られています。 

教師の仕事は、平和的、文化的な国家及び社会の形成者となる児童生徒に未来を託す営み
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 ─  

です。そのために教師には、広い視野に立って現在と未来に目を向けながら、社会の発展に

寄与することが求められます。 

 

(2) ※１≤⇔≡ 

私たちは、富山県教育委員会の「富山県公立学校教員 ※２に任命する」という辞令を手にし

たときから、「教育公務員」としての身分になり、それに伴い、地方公務員法、教育公務員

特例法の示す重い職責を担うことになります。 

例えば、「教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければ

ならない」（教育公務員特例法第 21 条）とされ、さらに地方公務員法にある「法令等及び上

司の職務上の命令に従う義務」や「秘密を守る義務」、「職務に専念する義務」を負うとと

もに、「信用失墜行為の禁止」や「争議行為等の禁止」、「政治的行為の制限｣や「営利企業

への従事等の制限」に従うことになります。 

 

(3) ※３≤⇔≡ 

学校は、児童生徒が日々成長していく学習の場です。教師は、学校運営全般に参画し、教

育活動を分担・推進していく役割と責任をもっています。教師は、個々に教育活動を進める

ことなく、学校組織の一員として校務を理解し、学校全体が調和と統一をもって機能するよ

うに連携・協力し合うことが大切です。 

したがって、学校の教育活動が真に生き生きと機能するかどうかは、学校運営に参画する

一人一人の教職員の心構えによって決まるといえます。校務においては、担当する分掌に精

通し、創造的にその運営に努めることはもとより、他の分掌についても理解を深め、教育活

動の活性化と発展に努めなければなりません。 

私たちの日々の職務は、自らの問題意識と課題に向かう創意と工夫の活動により全うされ

るといえます。 

※１ （教育公務員特例法 第２条第１項） 

 この法律において「教育公務員」とは、（中略）公立学校の学長、校長(園長を含む。以下同じ。)、

教員（中略）、教育委員会の専門的教育職員をいう。 

  ※２ （教育公務員特例法 第２条第２項） 

この法律において「教員」とは、（中略）副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、養護教

諭、養護助教諭、栄養教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、助保育教諭及び講師をいう。 

  ※３ （公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 第２条第３項） 

 この法律において「教職員」とは、校長、副校長及び教頭（（中略）特別支援学校の小学部又は中学

部にあつては、当該部の属する特別支援学校の校長、副校長及び教頭とする）、主幹教諭、指導教諭、

教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、寄宿舎指導員、学校栄養職員並びに事務職

員（常勤の者）をいう。 

 ─  

(1) ─  

「教育は人なり」と言われるように、学校教育は教師の資質能力に負うところが極めて大

きく、教師には、その職務の特性から研修が重要視されています。 

研修については、教育公務員特例法で「教育公務員は、その職責を遂行するために、絶え

ず研究と修養に努めなければならない」(第 21 条①)とされ、また、教育公務員には「研修を

受ける機会が与えられなければならない」(第 22 条①)こと、任命権者が「研修に関する計画

を樹立し、その実施に努めなければならない」(第 21条②)ことが規定されています。 

同法が教員の研修について地方公務員法にない規定を設けているのは、教員に高い専門性
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 ─  

と豊かな人間性を備えることを求めているからです。私たちは、そのことを自覚し、一人一

人が研修を通して、教育者としての使命感や児童生徒に対する教育的愛情をもち、児童生徒

の成長・発達について深く理解するとともに、教科等に関する専門的な知識や広く豊かな教

養を身に付け、これらを基盤とした実践的指導力の向上等に努めていかなければなりません。 

 

(2) ─  

教職員研修は、基本的には、個人やグループの課題に応じて任意に進める自主研修や各学

校の課題を軸として計画的・組織的に実施される校内研修を基盤として行われます。また、

日常の実践や教職員間の普段の会話の中で、管理職や先輩教員から指導技術や教育理念等に

ついて適宜指導を受けながら指導力の向上を図ること（ＯＪＴ）も大切です。 

これらの研修を援助し、その充実を図るために、県・市町村教育委員会や教育研究諸団体

等が様々な研修の場や機会を設け、実施しています。 

県教育委員会が行っている研修には、基本研修と専門研修、特別研修があります。 

   【基本研修】 

教職員としての基本的資質を高める研修及び職務遂行に必要な基本的な知識・技能・

態度等の向上を図るための研修 

   【専門研修】 

教科等に関する専門性を高めるための研修及び専門的分野に関する職務遂行上必要な

知識・技能の修得や企画・運営等の資質を高めるための研修 

   【特別研修】 

文部科学省・独立行政法人教職員支援機構主催各種研修講座、大学・大学院派遣研修、

教育研究のための派遣研修等 

研修を進める上で大切なことは、まず自らの能力や適性をしっかりと把握することと併せ

て、これまでの教育実践について評価してみることです。そして、「令和の日本型学校教育」

を担う新たな教師の学びの姿として示された「主体的な教師の学び」「個別最適な教師の学

び」「協働的な教師の学び」に基づき、計画的に研修を進めていくことが大切です。一人一

人の教師が自らの専門性を高めていくことを自覚し、「主体的・対話的で深い学び」を実現

していくことは、児童生徒等の学びのロールモデルにもつながります。 

県教育委員会では、令和８年３月に、「富山県公立学校の教員等の資質向上のための指標」

（巻末資料 12）を改訂しました。この指標は、本県教員が主体的に資質能力の向上を図る際、

自らのキャリアステージ全体を見通し、その職責、経験、ニーズ等に応じて、効果的・継続

的な研修を行うための目安となるものです。各自の長所や個性の伸長を図るものとして活用

し、これからの時代に求められる資質能力を高めていくことが大切です。 

日々の教育実践において、研修で身に付けたことが実践にうまく生かせず悩むこともある

かもしれません。そうした場合は、教職員集団の中で積極的にコミュニケーションを図りな

がら教え合い、支え合い、補い合っていくようにしましょう。 

様々な研修を通して、自らの資質能力を高めながら、自信と誇りをもって教育活動に当た

ることが大切です。私たち自らを磨くことが、子供たちの輝きを生むのです。 

ủ  
 初任者研修制度は、昭和 63 年に「教育公務員特例法及び地方教育行政の組織及び運営に関する
法律の一部を改正する法律」に基づき創設されました。 
  教員の資質能力は、大学等での教員養成教育によって完成するものではなく、教員養成教育、現職
教育等を積み重ねる中で形成されていきます。 
  特に初任者の時期は、大学における理論と学校現場における教育実践を重ね合わせ、教員の資質
能力を高める最初の段階であり、日々の実践的な指導力を身に付けるとともに、当面する課題を究明し、
改善策を工夫していくなど、教員の基礎的・基本的な資質能力を高める大切な時期に当たります。 
 初任者研修会は、６年次教職員研修会、中堅教諭等資質向上研修等とともに、教職員のキャリアステ
－ジに応じて実施される現職研修の最初の研修として位置付けられ、実施の意義の大きい研修です。 
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 ─  

(3)  

    現在、経験の浅い教員の割合が高くなってきています。これまで、教員の資質能力の多くは、

現場における実践の中で、先輩教員から知識・技能が継承されることにより培われてきました。

しかし、このような状況の中、今後その継承をどのように行っていくかが大きな課題となって

います。また、教員は、これまでよりも早い時期から、主任等、組織の重要な役割を担うこと

が考えられます。したがって、若手教員に対して、授業力とともに様々な教育課題に適切かつ

柔軟に対応できる力量形成を着実に図ることが喫緊の課題となっています。 

  そこで、平成 26 年度から、それまでの初任者研修会に２年次教員研修会、３年次教員研修

会を加え、これらを若手教員研修という一つの研修体系としました。２年次教員研修会は実

践的指導力の向上、３年次教員研修会は課題解決力・対応力の向上をねらいとして、実施し

ています。 

 

(4) 11  

 公立の小学校等における教育に関し相当の経験があり、教育活動や学校運営の円滑で効果

的な実施において中核的な役割を果たす中堅教員として、必要とされる資質の向上を図るた

めに中堅教諭等資質向上研修（教育公務員特例法第 24条 参照）が行われます。富山県では、

学習指導、生徒指導等における実践的指導力や中堅教員としての使命感を高めることを目的

として、教職員に採用され（他県等の教職経験も含む）６年を経過した７年次から 10 年を経

過した 11 年次までの５年間に、小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・特別支援学校の

教諭、養護教諭、栄養教諭、学校栄養職員を対象として行われます。（実習教諭、実習助手、

(主任)寄宿舎指導員は、10 年次・11 年次の２年間で実施。幼稚園教諭・保育教諭は、幼稚園

教諭又は保育教諭として 10年を経過した 11年次の１年間で実施） 

 

(5) ⌐ ∆╢  

    小・中・義務教育学校の特別支援学級や通級指導教室で指導を受ける児童生徒が増加し、発

達障害の可能性のある児童生徒の多くが小・中・義務教育学校の通常の学級や高等学校に在

籍していることから、小・中・義務教育・高等学校全ての教員に、特別支援教育に関する一

定の知識・技能を有していることが求められています。そこで、特別な支援を必要とする児

童生徒に適切な対応ができるように、平成 27 年度から特別支援教育に関する研修を拡充し、

計画的に全ての教員の知識･技能の向上を図っています。 

 

(6) ⌐ ∆╢  

  学習指導要領では、｢小学校における英語教育の充実｣ 「中・高等学校における英語教育の

高度化」「指導体制の強化」等の取組が推進されています。そこでは、これまでの成果と課

題を踏まえながら、コミュニケーション能力の素地及び基礎が養われるよう、一層の指導改

善を図ることが望まれています。そこで、県として、平成 27 年度から、小学校教員を対象と

した「小学校外国語指導力等向上研修会」、中学校・高等学校教員対象の「英語教員研修会」

を実施しています。 

 

 ─  

ここでいう服務とは、公務員として守るべき義務や規律のことをいいます。公務員は、

「全体の奉仕者」としての立場から「公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つ

ては、全力を挙げてこれに専念しなければならない」（地方公務員法第 30 条）とされていま

す。これに基づき、職務上あるいは職務外において公務員に課せられる義務や規律が法令で

定められています。(以下、法令の引用に当たっては、地方公務員法は「地公法」、地方教育

行政の組織及び運営に関する法律は「地教行法」と略す。） 
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 ─  

(1) ─  

 ▪  ─  

公務員として任命された時点で、条例の定めるところにより服務の宣誓をしなければな

りません。（地公法第 31条） 

 ▬  ┘ ─ ─ ⌐ ℮  

職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の

定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければなりません。 

(地公法第 32条） 

また、市町村立学校等に勤務する県費負担教職員は、市町村の条例及び規則等にも従わ

なければなりません。（地教行法第 43条②） 

  ►  ⌐ ∆╢  

職員は、勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いなければな

りません。（地公法第 35 条）（例外的にこの義務が免除される場合は、法律や条例で特別

に定めがある。） 

 

(2) ─  

  ▪  ─  

全体の奉仕者として、その職の信用を傷つけたり、職員の職全体の不名誉になったりす

るような行為は禁止されています。（地公法第 33条） 

つまり、公務員としての職責を果たすにふさわしくない行為をしてはならないというこ

とです。教員の場合は、他の公務員に比べ、この点は更に厳格に解釈されます。 

  ▬  ╩ ╢  

職務上知り得た秘密を漏らすことは許されません。この義務は、職を退いた後も継続し

ます。（地公法第 34条①） 

この義務に違反すると、懲戒処分の対象となるばかりでなく、刑罰が科せられます。

（地公法第 60条） 

  ►  ─ ה ─  

政治的行為については、公務員の政治的中立性を確保しなければならないという要請に

基づき、制限規定があります。（教基法第 14 条、地公法第 36 条、教特法第 18 条、国公法

第 102条、人事院規則第 14条７項、公職選挙法第 137条等） 

また、職員は争議行為等をしてはならないとされています。（地公法第 37条） 

  ◄  ─  

教育公務員には、営利企業等や教育に関する他の事業に従事すること等には制限があり

ます。そして、これを行うには任命権者（県費負担教職員の場合は市町村教育委員会）の

許可が必要です。(地公法第 38条、教特法第 17条) 

 

(3) ≤⇔≡─ ⅎ 

  教職員は、全体の奉仕者として、その職の信用を傷つけたり、職全体の不名誉になったりす

るような行為は禁止されています。 

事 案 実 例 

交通事故及び交通違反 交通死亡事故、物損事故、速度超過、無免許運転等 

飲酒運転 飲酒後、代行運転が見つからず、自ら運転するなど 

わいせつ行為及びセクハラ等 
未成年者へのわいせつ行為、ストーカー行為、盗撮、体を触

るなど 

不適切な指導及び体罰 暴言や𠮟𠮟責、長時間立たせる、頭髪を切る、拳で突くなど 
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 ─  

    ・必要な睡眠時間を確保する。 

   「ストレスは人生のスパイスである」これはストレス理論の創始者で生理学者のハン 

ス・セリエの言葉です。ストレスといっても全てが有害なわけではありません。しかし、 

「眠れない日が続く」「何もする気になれない」「不安な気持ちが消えない」などの大 

きなストレスを抱え、自分で対処できない深刻な状態になりそうな場合やなってしまっ 

た場合は、心の専門家に相談したり、医療機関を受診したりしましょう。 

（参考：巻末資料３「相談窓口のご案内」） 

  

(1)  

共済制度は、相互救済の理念に立って、地方公務員等共済組合法に基づく公立学校共済組

合（以下「共済組合」という）が事業を進めています。その事業を大別すると、次のように

短期給付事業、長期給付事業と福祉事業の三つになります。 

▪  

  (ｱ) 短期給付事業 

 健康保険及び雇用保険（育児・介護休業に係る給付のみ）に相当する給付事業で、共

済組合員又はその被扶養者の公務によらない病気や負傷、出産、死亡、休業、災害等に

より組合員が被る経済的負担を補償又は軽減します。 

   (ｲ) 長期給付事業 

  共済組合員が退職したとき、障害の状態になったとき又は死亡したとき等に行う年金

給付で、厚生年金保険法に基づく老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金等や共済

組合独自の給付として、年金払い退職給付があります。 

(ｳ) 福祉事業 

保健（人間ドック等の健診事業等）、医療（北陸中央病院）、貸付（一般、住宅、教

育、医療、災害、結婚等）、宿泊施設（パレブラン高志会館)等の事業があります。 

 ▬  ≤  
  
○加入資格 … 教職員に採用された日から 

○財  源 … 組合員の掛金（保険料）と県の負担金によって運営 

 

(2)  

給付、貸付、いきいき年金、保険、特別弔慰金等の事業を行い、福利厚生の補完的役割を

果たしています。 

 

□ 教職員のメンタルヘルス対策について（最終まとめ）（文部科学省） 平成 25年３月 

https://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/_icsFiles/afieldfile/2013/03/29/1332655_03.pdf  

□ 教師の心が折れるとき 教員のメンタルヘルス 実態と予防・対処法 （井上 麻紀（大月書店）） 

平成 27年５月 

□ Selfcare こころの健康 気づきのヒント集（厚生労働省） 平成 31年３月 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055195_00004.html 
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 ─  

 

 ─  

 

 ─  
学校は、一人一人の児童生徒が自己を発見し、自己に挑戦し、自己を試していくように動機

付ける場です。そして、“よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創る”という目標を学校

と社会が共有し、連携・協働しながら、新しい時代に求められる資質・能力を育てることが求

められています。各学校は、この目標を達成するために教育課程を編成し、それに基づいて指

導計画を立て、日々の教育活動を進めていきます。また、目的がどの程度達成されたか学校評

価を行い、結果を公表しています。教育活動の質の向上につなげるために教育課程（カリキュ

ラム）を中心に据え、組織的かつ計画的に実施する「カリキュラム・マネジメント」の充実を

図ることが大切です。 

(1) ─  

▪ ≤│ 

学校において編成する教育課程は、学校教育の目的や目標を達成するために、教育の内

容を児童生徒の心身の発達に応じ、授業時数との関連において総合的に組織した各学校の

教育計画です。その際、学校の教育目標の設定、指導内容の組織及び授業時数の配当が教

育課程の編成の基本的な要素になってきます。 

▬ ─  

法令 ※並びに学習指導要領の示すところに従い、児童生徒の人間として調和のとれた育

成を目指し、児童生徒の心身の発達の段階や特性等、課程や学科の特色及び学校や地域の

実態を十分考慮して、適切な教育課程を編成します。 

(ｱ) 教育課程の編成の主体 

全教職員の協力の下、校長が責任者となって編成します。 

(ｲ) 教育課程編成の原則 

① 法令並びに学習指導要領の示すところに従うこと 

・法令や学習指導要領の内容について十分理解するとともに創意工夫を加え、学校の特

色を生かした教育課程を編成する。 

② 児童生徒の人間として調和のとれた育成を目指し、児童生徒の心身の発達の段階や特

性及び学校や地域の実態を十分考慮すること 

・知・徳・体のバランスのとれた「生きる力」の育成や、そのための「知識及び技能の

習得」「思考力、判断力、表現力等の育成」「学びに向かう力、人間性等の涵養」と

いう、いわゆる資質・能力の三つの柱のバランスのとれた育成、学校段階間の連携・

接続等、児童生徒の発達の段階に応じた調和のとれた育成を重視していることに留意

する。 

・児童生徒の心身の発達の段階に応じた課題を踏まえ、一人一人の多様な能力・適性、

興味・関心、性格（進路等の違い）等を的確に捉え、発達を支援していくことが重要

である。 

・学校の人的又は物的な体制の実態を十分に考慮すること。特に、児童生徒の特性や教

職員の構成、教師の指導力、教材・教具の整備状況、地域住民による連携及び協働の

体制に関わる状況等について客観的に把握して分析し、教育課程の編成に生かすこと

が必要である。 

・地域には、生活条件や環境の違いがあり、産業、経済、文化等にそれぞれ特色をもつ。

こうした地域社会の実態を十分に考慮して教育課程を編成しなければならない。また、

地域の教育資源や学習環境の実態を考慮し、教育活動を計画することも必要である。 

・高等学校においては、課程や学科の特色を十分に考慮する。必履修教科・科目の履修
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 ─  

や卒業に必要な 74 単位以上の修得を共通の基礎要件とし、これに加えてそれぞれの

課程や学科の特色を生かした教育を行うことを考えて編成する。 

※   教育課程に関する法令には、教育基本法、学校教育法、同施行規則等がある。 

(2) ─ ™ 
各教科等の指導は一定の時間内で行われるものであり、これらに対する授業時数の配当は、

教育課程編成の上で重要な要素です。各学校においては、学校の教育課程全体のバランスを図

りながら、児童生徒や学校及び地域の実態等を考慮し、授業時数を具体的に定め、適切に配当

する必要があります。 

その際、授業時数の確保を単に形式的に行うのではなく、個に応じた指導等の指導方法・指

導体制や教材等の工夫改善を行うなど授業等の質的な改善を図ることにより各教科等の指導に

必要な時間を実質的に確保する必要があります。そのために、次のような点に配慮します。 

ア 各教科等の授業時数は、年間 35 週（小学校第１学年 34 週）以上にわたって行うよう計

画し、週当たりの授業時数が児童生徒の負担過重にならないようにします。 

イ 特別活動の授業のうち、児童（生徒）会活動、クラブ活動及び学校行事については、年

間、学期ごと、月ごと等に適切に編成します。 

ウ 各学校の時間割については、児童生徒の発達の段階及び各教科等や学習活動の特質を考

慮して適切に定めます。また、給食、休憩等の時間についても、各学校において工夫しま

す。各学校においては、児童生徒や学校、地域の実態、各教科等や学習活動の特質に応じ

て、創意工夫を生かした時間割を弾力的に編成します。 

(3)  

教育課程を具体化していくのが指導計画です。指導計画は、各教科(･科目)、道徳科、外国

語活動、総合的な学習〈探究〉の時間及び特別活動、自立活動のそれぞれについて、学年ごとあ

るいは学級・ホームルームごと等に、指導目標、指導内容、指導の順序、指導方法、使用教材、

指導の時間配当等を定めた具体的な計画です。年間指導計画や、学期ごと、月ごと、週ごと、

単位時間ごと、あるいは、単元、題材、主題ごとの指導案に至るまで各種のものがあります。 

指導計画については、次のような点に配慮しながら学校の創意工夫を生かし、全体として調

和のとれた具体的なものを作成します。   

ア 各教科(･科目)等の指導内容については、単元や題材等、内容や時間のまとまりを見通

しながら、そのまとめ方や重点の置き方に適切な工夫を加え、主体的・対話的で深い学び

の実現に向けた授業改善を通して資質・能力を育む効果的な指導ができるようにします。 

イ 各教科(･科目)等及び各学年相互間の関連を図り、系統的、発展的な指導ができるよう

にします。 

ウ 学年の内容を２学年まとめて示した教科及び外国語活動については、当該学年間を見通

して、児童や学校、地域の実態に応じ、児童の発達の段階を考慮しつつ、効果的、段階的

に指導するようにします。（小学校） 

エ 児童の実態等を考慮し、指導の効果を高めるため、児童の発達の段階や指導内容の関連

性等を踏まえつつ、合科的・関連的な指導を進めるようにします。（小学校） 

(4) ─  

各学校では、教育目標や目指す児童生徒像を設定し、その目標達成のために、学習指導、生

徒指導、他の諸活動を展開します。そして、具体的な計画を立て(Plan)、実行し(Do)、評価し

(Check)、改善を図る(Action)というＰＤＣＡサイクルに沿って取り組んでいくことが大切です。

また、重点項目ごとに「アクションプラン」を作成したり、自己評価の実施と結果報告、外部

（学校関係者）評価の導入による「学校評価」を実施したりして、教育活動のステップアップ

を図ります。 

- 11 -



 ─  

 ─ ≤  
 
   学校は、教育目標を達成するために教育課程を編成し、教育活動を遂行する組織です。この組

織を円滑に、かつ、効率的に運営し、校務を効果的に遂行するために、学校は具体的に次のよう

な組織で構成されています。 

   

 

 

 

 

○  部    ･･･ 教務部  生徒指導部 進路指導部 保健部 特活部  事務部 等  

○教    科 ･･･ 各教科 

○学   年 ･･･ 各学年 

○委 員 会 ･･･ 運営(企画)委員会 教育課程研究委員会  生徒指導委員会 等 

これは、一つの例です。校種や学校規模等の違いによって組織の構成は異なるので、

「学校要覧」や「教育計画」又は「学校管理指導計画」等を参考にして、学校の組織全体

を理解することが大切です。 

(1)  

学校の職員には、教職員〈校長、副校長及び教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、

助教諭、養護助教諭、実習教諭、実習助手、講師、寄宿舎指導員、学校栄養職員並びに事務職員（常勤の

者）〉の他に、図書館等を担当する職員、学校施設の補修営繕等に従事する職員、給食の調理に

従事する職員等がいます。このように、学校は様々な立場の人たちから構成されているので、互

いの立場を尊重し、助け合って校務を遂行していく必要があります。 
 

(2)   

校務とは、教育目標達成のために学校が行うべき仕事全体のことです。校種に関わらず

共通する校務の主なものは、次のようなものです。 

○ 教育計画の編成と管理   ･････････ 教育目標、教育課程、指導計画等  

○ 教育組織の編成と運営   ･････････ 学年経営、学級・ホームルーム経営、教科の組織等  

○ 校務分掌と学校事務の運営、処理 ･･･ 校務の分担、事務処理等         

○ 運営組織と管理      ･･････････････ 職員会議、各種委員会の運営組織等    

○ 研修・研究の推進    ････････････ 研修の活性化、研修内容、研修体制等   

○ 学校予算と施設設備の管理運営 ･････ 出納の処理、施設・設備台帳の整備等   

○ 渉外・協力連携活動の推進 ････････ ＰＴＡ、同窓会、地域社会等との連携   

○ 学校評価の実施 ･･････････････････ 重点目標の作成、評価結果の公表等 

 

(3)  

校務分掌とは、組織体として学校のなすべき仕事をその構成員である全ての教職員が分担

して処理することをいいます。分掌組織をできるだけ合理的なものにし、全教職員が分掌業

務の効率化に努め、教育目標達成に向けて協力することが大切です。 

校務分掌を遂行するに当たっては、特に次のような点に注意します。 

○ 分担する校務について、その内容と組織全体における各自の位置と役割を知る。 

○ 分担した校務の企画・立案や運営面で創意工夫し、改善に努める。 

○ 教職員相互の共通理解と連携･協力を進め、的確な連絡や報告を欠かさないように努める。 
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 ─  

(4)  

  ▪   

適切に校務を運営するために協議したり、学校運営について全教職員の共通理解を図ったり

する大切な会議です。校長の最終的な意思決定を助け、学校が有機的に運営されるように一人

一人の教職員が考えを述べ、アイディアを出し合うなど、積極的な参加が求められます。職員

会議に臨むに当たっての心構えは、次のとおりです。 

○ 学校の教育目標や経営方針を十分に理解し、その具現化に向けて考える。 

○ 学級・ホームルーム、学年等の立場に固執することなく、学校全体の視野に立って考える。 

○ 常に児童生徒の実態を踏まえて検討する。 

 ▬   

  学校には、職員会議のほか、運営(企画)委員会をはじめ、校務分掌部会等の諸会議が設けら

れ、有機的、かつ、効率的な教育活動が行われるようにしています。 

例えば、運営(企画)委員会は、①学校運営全般に関する企画、②校内組織間の意見の調整と

連絡、③職員会議に提出する原案の調整、④緊急を要する場合の対応等について協議します。

このほかに、学校保健委員会、防災委員会等があります。 

また、課題別にプロジェクトチームを編成し、緊急事態や課題に弾力的に対応していくこと

があります。 

学年部会は、学年所属教員が協力して、学年経営、学級・ホームルーム経営をより効果的に

進めるための組織です。学年目標を達成するためには、学級・ホームルームのもつ独自性を保

ちながら互いに意思の疎通を図り、共通理解に努めることが大切です。 

教科部会は、同一教科担当教員の部会であり、教科の指導計画、連絡調整、教科の内容及び

指導法、あるいは評価の研究を行い、教科指導の充実を図ります。 

 

(5)  

学校内の文書の管理には、細心の注意が必要です。児童生徒が入学すると同時に、一人一人に

ついての情報が記載されている文書を取り扱うことになります。児童生徒及び保護者の個人情報

は、法令上保護されており、次のような点に留意して個人情報及び文書の管理を行う必要があり

ます。（個人情報の保護に関する法律及び個人情報の保護に関する法律施行条例を参照） 

 ▪ ─ ™ 

○  取得、保有の制限 

個人情報を取得又は保有する際には、利用目的を特定し、その利用目的の範囲内としなけ

ればならない。 

○  適正な管理 

個人情報が漏れたり滅失したりしないよう、必要な措置を講じなければならない。 

電子データの扱いについても、適切かつ細心の管理に努めなければならない。 

○  利用提供の制限 

原則としてあらかじめ特定した利用目的以外に個人情報を利用、提供してはならない。 

 ▬   

○ 職務上知り得た個人情報や秘密は、他人に知らせ、又は不当な目的に利用しない。これは、

退職後も同じである。 
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ⱶכꜟⱶכⱱה   

 

ⱶכꜟⱶכⱱה   

 

ⱶכꜟⱶכⱱה  ─  

ⱶכꜟⱶכⱱה (1) ─⌡╠™ 

学級・ホームルームは、一人一人がよさ（個性や可能性）をもった児童生徒の集まりです。

一人一人の児童生徒が教師や友達との人間的な触れ合いを通して、互いのよさを認め合い、自

分らしさを発揮しながら自己実現を図ることが学級・ホームルーム経営の大きなねらいになり

ます。また、児童生徒の実態に応じて、日々の学級の諸活動を「いのちの教育」の観点から捉

え直し、豊かな心を育成することも大切です。 

一人一人が自己実現を図るためには、個々の児童生徒が自分に合った行動目標を設定し、そ

の達成に向けて活動できる場を提供することが重要です。学級・ホームルーム生活のあらゆる

場面で、教師と児童生徒、児童生徒同士が互いのよさを認め合い、自分らしさを発揮しながら

活動し、目標を達成できたとき、学級・ホームルームへの所属感や連帯感は一層増すことにな

ります。そのためにも、学級・ホームルーム担任は学級・ホームルームの経営方針や指導の重

点を明らかにしておく必要があります。 

学級・ホームルームの経営方針や指導の重点は、学校や学年の教育目標、教育方針等を踏ま

えて定め、学校・学年内で理解、協力、連携することが大切です。また、保護者会や学習参観

等の機会を捉えて、学級・ホームルーム担任としての願いや考えを保護者に伝え、信頼関係を

深めることも大切です。そうすることで保護者の理解や協力を得ることができ、それが児童生

徒一人一人の自己実現を目指す学級・ホームルーム担任にとって力強い支えになります。 

   

ⱶכꜟⱶכⱱה (2) ≢ ⌐⇔√™↓≤ 

学級・ホームルーム経営を行う上で最も重要なことは児童生徒一人一人の実態を把握するこ

と、すなわち確かな児童生徒理解です。日頃から、児童生徒の気持ちを理解しようとする学級・

ホームルーム担任の姿勢は、児童生徒との信頼関係を築く上で極めて重要であり、愛情をもっ

て接していくことが大切です。また、学級・ホームルーム経営は、児童生徒の居場所をつくり、

失敗や間違いを通してみんなで考え、支え合い、創造する集団、つまり生徒指導の実践集団を

育てることでもあります。学級・ホームルーム経営で行う生徒指導として、発達支持的生徒指

導 β1と課題未然防止教育 β2を実践することが挙げられます。 

  β1  

   全ての児童生徒を対象に、学校教育目標の実現に向けて、教育課程内外の全ての教育活動において

進められる生徒指導の基盤となるもの 

  β2  

   全ての児童生徒を対象に、生徒指導の諸課題の未然防止をねらいとした意図的・組織的・系統的な教

育プログラムの実施 

生徒指導提要（令和４年 12 月）文部科学省 
 

ⱶכꜟⱶכⱱה (3) ─  
学級・ホームルーム経営案は、学校によって形式が異なりますが、学級・ホームルーム担任

が作成します。学級・ホームルーム独自の部分と学年や他の学級・ホームルームと共通する部

分からなっているので、共通する部分については学年や他の学級・ホームルームと十分に調整

する必要があります。 

▪ ─ ⌐ ⇔√ ─  

目指す学級・ホームルーム像や育てたい児童生徒の姿を明確にし、具体的な学級・ホーム

ルーム経営の目標を設定します。 

学級・ホームルームは担任だけで経営できるものではありません。他の教職員と連携しな

がら一人一人の児童生徒を多面的に理解するようにし、信頼関係を築くことが重要です。

個々の性格や能力・適性、友人関係、生活環境等をよく理解し、学級・ホームルームの実態
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ⱶכꜟⱶכⱱה   

 

を明らかにしておくことは、学級・ホームルームを経営していく上で大切なことです。その上

で学校の教育目標や学年目標を踏まえ、児童生徒の願いや考えを引き出しながら具体的な目標

をつくり上げていきます。 

ⱶכꜟⱶכⱱה ▬ ─  

学級・ホームルーム経営案は、年度当初に作成しますが、児童生徒の変化を把握しながら

修正を図り、次の教育活動に生かすなど、常に手元に置いて活用していくことが大切です。

計画→実践→評価→修正・改善のサイクルを各学期に位置付け、目指す学級・ホームルーム

の実現に向けて取り組みましょう。 

 

ⱶכꜟⱶכⱱה  ─  

(1) ≠ↄ╡⁸ ≠ↄ╡ 

人権尊重の精神を基盤に、互いのよさを認め合い、一人一人が自分らしさを発揮できるよう

に、教師と児童生徒の信頼関係及び児童生徒相互の好ましい人間関係を育てます。 

・日頃の児童生徒との触れ合いを基本に、面談や日記・生活ノート等多様な方法を用いて確

かな児童生徒理解に努める。 

・朝の会や帰りの会、当番や係の活動等、学級の諸活動を充実させることを通して、児童生

徒の所属感や連帯感を育む。 

・児童生徒が他者と協力して活動する楽しさや成就感を味わうことができるような場や機会

を充実させる。 

 

ה (2) ⌂ ⱶכꜟⱶכⱱה  

学級・ホームルームを一人一人の児童生徒にとって存在感を実感できる場として構築するこ

とが大切です。さらに、集団の一員として、一人一人の児童生徒が安心して自分の力を発揮で

きるよう、日頃から、児童生徒に自己存在感や自己決定の場を与え、何が正しいかを判断し、

自ら責任をもって行動できる能力を培うことが必要です。 

・学級・ホームルームの目標設定や目標を実現するための諸活動等を児童生徒と共に行うこ

とにより、自発的、自治的な活動を促す。 

・学級・ホームルーム生活において生じた諸問題について、意図的に学級活動等で取り上げ

るなど、児童生徒の主体的な解決を支援する。 

 

(3) ≠ↄ╡ 

教師が分かる喜びや学ぶ意義を実感させ、主体性や自己有用感を高めることができるような

授業を行うことが、よりよい学級・ホームルーム経営につながります。 

・児童生徒相互が教え合い、認め合い、支え合う学習集団を育成する。 

・自己決定の場の設定や認め励ます言葉かけ等、授業における生徒指導の機能を充実させ、

全員が安心して学べる雰囲気を醸成する。 

 

(4) ≢─ ⱶכꜟⱶכⱱה ─  

校種や学校によって異なりますが、「朝の会」「休み時間」「給食の時間」「掃除の時間」

「帰りの会」等、児童生徒と共に行う様々な活動も学級・ホームルーム経営の場となります。

学級・ホームルーム経営案は、教師の日々の行動を通して実践に移していくことが大切です。 

・日々の教職員の児童生徒への挨拶、声かけ、励まし、賞賛、対話及び授業や行事等を通し

た個と集団への働きかけを行う。 

    ・言語環境の充実や整理整頓され掃除の行き届いた教室の整備、児童生徒の創意を生かした

掲示等、学習と生活の場にふさわしい環境づくりに努める。 
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ⱶכꜟⱶכⱱה   

 

 ─   
   学級経営案は、教師の日々の行動を通して実践に移されてこそ意味があります。 

４月中旬のＡ小学校の学級担任Ｂ教諭の動きを通して見てみましょう。  
（例） 

時刻 学級担任の動き 配慮事項・その他 

 ○出勤前 

 

 

 

・来客、保護者への対応ができるように頭髪、服装を

整えて出勤する。 

・いつでも家庭訪問、市町村教育委員会等の機関 

を訪問できる服装を心がける。 

 

 

 

８：１５ 

 

○出勤 

・教室環境の点検や整備 

・児童の登校状況の観察 

○朝活動 

・児童の観察 

・出勤時刻を記録後、教室に行き、教室内の環境に変

化がないかを確認する。 

・児童に心地よいひと声をかける。 

・教師も共に活動することで、児童の活動意欲を喚起

する。 

８：３０ 

 

 

 

 

○朝の会 

・挨拶 

・出欠の確認と健康観察 

・予定や提出物等の確認 

・教師の学級指導 

・笑顔で明るい挨拶を心がける。 

・一人一人の出欠と心身の健康の状態を把握する。 

 必要に応じて保護者に連絡・確認をするとともに、

養護教諭や管理職に報告する。 

・児童が明るく楽しい一日を送ることができるような

一言を付け加えることが望ましい。 

８：４５ 

 

 

 

 

 

○授業（１、２限）：各教科 

・児童の観察（心身の状態、学

習用具の準備状況や学習課題

への取組の様子、集中度や理

解度等） 

・開始時刻と終了時刻の厳守 

・児童が学ぶ意欲をもち、基礎的・基本的な知識及び

技能を確実に身に付けたり、それらを活用して思考 

・判断・表現したりすることができるような学習活

動になるように、十分な教材研究に基づいた指導を

展開する。 

・児童の心身の健康状態や安全に配慮する。 

１０：２０ 

 

○休み時間 

・児童の観察 

・決められた活動があれば、共に活動することが望ま

しい。 

１０：４０ 

 

 

○授業（３限）：学級活動 

『学級目標の設定』 

・児童の指導、支援 

・児童の観察      

 

・学級目標が児童一人一人のものとして、学級全体で

目指す価値のあるものになるようにする。そのため

には、各自の願いや考えを出し合い、話合いを通し

て、みんなが納得できる学級目標となるようにする

ことが大切である。 

１１：３０ 

 

 

 

 

○授業（４限）：道徳科 

・自己の生き方についての考え

を深める学習の工夫 

 

 

・教師も児童と共に考え、悩み、感動を共有しながら

学ぶという姿勢で授業に臨む。 

・物事を多面的・多角的に考え、自己の生き方につい

ての考えを深める学習を通して、道徳的な判断力、

心情、実践意欲と態度を育てる。 

１２：１５ 

 

 

 

 

 

 

○給食指導 

・当番活動の観察、補助 

・食育指導（食習慣、栄養、マ

ナー等） 

・食の安全への配慮（衛生、ア 

レルギー、異物混入等） 

 

・食事の前後の手洗い、身支度、食器の扱い方等、準

備や片付けに目を配り、食中毒や感染症の予防と安

全に留意する。 

・給食の配食を行う児童の健康状況や衛生的な服装等

を点検する。 

・児童の食事の様子を観察し、望ましい食習慣が身に

付くように指導する。 
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ⱶכꜟⱶכⱱה   

 

時刻 学級担任の動き 配慮事項・その他 

１３：００ 

 

 

 

○昼休み 

・休憩※ 

・児童の観察 

 （交友関係、興味・関心等） 

・児童と活動しながら、誰と誰が一緒にいるか、孤立

している児童がいないかなど、さりげなく観察する

ことが望ましい。 

１３：３０ 

 

 

 

 

 

○清掃指導 

・清掃活動の観察、補助 

・教室環境の点検や整備 

・清掃用具の点検や整備 

 

 

・時間どおりに開始し、協力して清掃できるように指

導する。 

・換気のよい状況で行う。 

・清掃後の手洗いを励行する。 

・整理整頓の行き届いた環境は、指導の効果を上げる

基盤である。            

１３：５５ ○授業（５、６限）：各教科 ・１、２限に同じ 

１５：３０ 

 

 

 

 

 

○帰りの会 

・明日の予定の確認 

・配付物の確認(宿題、保護者

への連絡等） 

・児童のスピーチ等 

・生活指導、下校指導 

・一日を振り返り、明日への希望がもてるように指導

する。 

・明日の予定、下校時の安全に関する注意、家庭への

連絡等を確実に伝える。 

                         

 

１５：４５ 

 

 

 

 

 

○放課後 

・学級事務（採点、提出物の点

検等） 

・教材研究 

・情報交換、諸連絡 

・各種会議（職員会議、学年部

会、分掌部会等） 

・提出物の点検は、早めに済ませる。教師のコメント

は児童の意欲や励みにつながるので、必要に応じて

コメントを添える。 

・「分かる授業」に向けて、何を、どのように、どこ

まで教えるのかを、教材研究を通して考える。 

・一日の学級経営を振り返り、記録する。 

・欠席・早退児童への連絡や状況確認を行う。     

 ○退勤 

・戸締まりや教室環境の確認 

 （火気や暖房の後始末は、特

に厳重に行う） 

・学級や担当箇所を確認する。 

・退勤時刻を記録し、周囲の教職員に声をかけて退勤

する。 

 

・生徒指導的な問題等、共通理解が必要なものは、速やかに学年主任や管理職への報告・連

絡・相談を行う。 
※休憩時間は各学校で決められている。 

 

以上のように、学級担任としての仕事は多岐にわたっています。それぞれの指導のポイント

については、次からの章で詳しく述べます。 
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ⱶכꜟⱶכⱱה   
 

ⱶכꜟⱶכⱱה (1) ─  

学級・ホームルーム事務は、学級・ホームルーム経営の方針を具体的に展開する重要な職務

です。これらの職務は相互に関連している場合が多く、校種によって違いがみられます。 

学期ごとの主な学級・ホームルーム事務には次のようなものがあります。 

〈小学校・中学校の例〉 

１学期 

・指導要録、健康診断票、児童生徒名簿等の作成 

・児童生徒調査票、就学援助等の調査、教科書・副教材(前期用)等の配付 

・机・椅子の点検、下足箱・雨具掛け・ロッカー等の分配、清掃指導計画、給食指導計画 

・学級・ホームルーム組織の編成、学級・ホームルーム経営案、学級・ホームルーム日

誌、日課表等の作成等 

２学期 ・学級・ホームルーム組織の編成、教科書・副教材（後期用）の配付 等 

３学期 

・学級・ホームルーム組織の編成 

・指導要録、指導要録抄本又は写し、卒業生台帳等の作成 

・会計決算報告、次年度の学級・ホームルーム編制、引継ぎ諸表簿の整理 等 

年 間 

・出席簿、転出入児童生徒の表簿等の作成及び管理 

・通知表・成績一覧表の作成、学習の記録と評価、行動の記録と整理 

 ※必要に応じ、「個別の教育支援計画」「個別の指導計画」の作成 

・学級・ホームルーム通信の発行、面接相談、家庭との連携・協力 

・教室環境の整備、備品の管理 等 

 

(2) ─ ≤  

学校で扱う「表簿」には、学校教育法施行規則第 28 条 ※に明確に規定されたものと、学校独

自で設定したものがあります。学校で扱う「表簿」を確認した上で、学級担任や校務分掌上の

係として取り扱う「表簿」について、特に次の点に留意して整理と保管に努めます。 

・表簿の記入方法や保管、文書処理等については教頭や教務主任等の指導を進んで受け、そ

の手順や要領等を早く習得するように努める。 

・表簿の所在は常に明らかにしておき、利用後は直ちに所定の位置に返し、決して私物化し

ない。 

・個人情報が記載された表簿等、特に慎重な取扱いが必要なものについては、校外への持ち

出しをしない。また、校内での取扱いについても十分注意する。 

・個人情報が記録された電子媒体も校外への持ち出しをしない。また、校内での取扱いにつ

いても、必要なときのみの使用とし、使用後は速やかにデータを削除する。さらに、使用

時においては、常に自己の管理下に置き、他者が取り扱うことができない状態にする。 
 

 

β 28  学校において備えなければならない表簿は、概ね次のとおりとする。 
  １ 学校に関係のある法令 

   ２ 学則、日課表、教科用図書配当表、学校医執務記録簿、学校歯科医執務記録簿、学校薬剤師執務 

記録簿及び学校日誌 

  ３  職員の名簿、履歴書、出勤簿並びに担任学級、担任の教科又は科目及び時間表 

   ４  指導要録、その写し及び抄本並びに出席簿及び健康診断に関する表簿 
   ５  入学者の選抜及び成績考査に関する表簿 
   ６  資産原簿、出納簿及び経費の予算決算についての帳簿並びに図書機械器具、標本、模型等の教具の目録 

   ７ 往復文書処理簿 

前項の表簿（第 24条第２項の抄本又は写しを除く。）は、別に定めるもののほか、５年間保存しな
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ⱶכꜟⱶכⱱה   

 

ければならない。ただし、指導要録及びその写しのうち入学、卒業等の学籍に関する記録について

は、その保存期間は、20 年間とする。 

 

(3) ─  

担任する学級・ホームルームが決まったら、次のようなことを早急に行います。 

  ủ ─ ⇔™ ╛ ╖ ╛ ─ ┘  

・児童生徒の性格や学級集団の傾向等についての実態把握 

   ủ ─ ─ ╛  

    ・指導要録、健康診断票等の確認 

   ・出席簿、児童生徒名簿等の作成 

    ・学級・ホームルーム日誌の作成 

   ủ ─  

    ・机・椅子の点検 

   ・下足箱・雨具掛け・ロッカー等の分配 

    ・座席の暫定案決定 

   ・清掃用具の分配 

  ủ ─ ─ ≤ ─  

・４月上旬の学校、学年、学級・ホームルームの行事等の確認、週案の作成 

 

(4) ⌐ ∆╢  

転出入に関する事務は、速やかに確実に行います。公文書の作成、送付等については主務者

が決まっているので、学年主任、教務主任等に相談し、その指導を受けて的確に処理をします。 

また、指導要録、出席簿、児童生徒名簿の氏名や転出入年月日の記載が、一致しているかを

確認する必要があります。 

 ▪ ⌐ ℮ ה ─  

○ 学級担任 ・・・ 保護者に転学先の学校名、住所、転学予定日を確認し、教頭に報告する。 

○   係 ・・・ 在学証明書、教科用図書給与証明書を作成し、保護者に渡す。 

○   係 ・・・ 学級費、給食費等の経理関係の精算をする。 

○ 学級担任 ・・・ 通知表や学習に関する資料、氏名印等を本人に返却する。 

○ 学級担任 

教務主任 

・・・ 指導要録の写しを作成する。転学欄には、転学日（転学先の学校が受け

入れた前日の年月日）を記入する。同欄中の（ ）内には学校を去った年月

日等を記入する。出欠欄には、在籍していた日までの日数を記入する。 

○   係 ・・・ 健康診断票、歯の検査票は原本を送る。 

上記のうち、指導要録写しと健康診断票、歯の検査票は、転学先の校長から転入学通知書が届い

た後に、当該校長宛に送付する。 

▬ ⌐ ℮ ה ─  

○ 学級担任 ・・・ 保護者が、市町村の教育委員会の指示を受けて、学校へ転入学手続

をした日を転入学年月日とする。 

○ 学級担任 ・・・ 転入学級が決定された後、学校生活を送るために必要な事項につい

て、児童生徒や保護者と話し合う。 

○   係 ・・・ 教科用図書給与証明書により、転入児童生徒にすでに給与されてい

る教科書と学校で使用している教科書を照合する。異なる教科書につ

いて、納入指示書を作成し、取次書店へ交付する。また、教科用図書

給与児童生徒名簿（転入学用）に記入し、関係機関へ提出する。 

○   係 ・・・ 前在籍校の校長宛に転入学通知書を発送し、指導要録の写し等の送

付を求める。 
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○ 学級担任 ・・・ 出席簿等に氏名を記載する。 

○ 学級担任 ・・・ 指導要録を新たに作成し、送付された写しと共に綴じ込む。健康診

断票、歯の検査票を所定の場所に保管する。 
 
ה ► ─ ╛ ⌐ ℮  

○ 校長、教頭等の指導を受けて処理する。 

 

 ≤─  

児童生徒の生活の場は、家庭、学校、地域社会であり、それぞれが児童生徒の人間形成に大

きく関わっています。特に学校と家庭は連携を密にして、それぞれの役割を分担しながら協力す

ることが必要です。そのためには、相互に話し合い、資料や情報を交換し、共通の理解に基づい

て児童生徒の教育に当たることが大切です。 

以下に、その方法とねらい、連携を深めるポイントを例示します。 

 

(1) ⁸ ⱶכꜟⱶכⱱה  
学校の教育方針や学年及び学級・ホームルームの経営方針等を理解してもらうと同時に保護

者の声を聞きます。 
・学校、学級・ホームルーム担任に対する保護者の考えや要望を把握し、身近な問題を糸口

として互いに十分話し合う。 

・個人的な事柄に話題が集中しないように、学校生活の様子や家庭学習の進め方、長期休業

中の生活等、適切な話題を設定する。 

・資料については、個人に関するものは公開を避け、個人名を出さないなどの配慮をする。 

 

(2)  
学校や家庭における個々の児童生徒の生活や学習について話し合い、今後の具体的な教育方

針について共通理解を図ります。 
・懇談できる時間は限られている。伝えたいこと、聞きたいこと、話し合いたいこと等を事

前に明確にしておく。 

・児童生徒の作品や行動の記録等、具体的な事実に基づきながら、そのよさや成長したこと

を伝えるとともに、今後、何をどのように取り組めばよいのかなど、具体的な目標を示す

ようにする。 

・学級担任が一方的に話をするのではなく、保護者の意見や話に耳を傾ける。 

 

(3) ⁸ ⱶכꜟⱶכⱱה  

児童生徒の学校での様子、学級・ホームルーム担任の考えや保護者の意見、諸行事や出来事

等を保護者に紹介し、学校及び学級・ホームルームへの関心が高まるようにします。 

・公に出る文書であることを踏まえて、作成に当たっては学年主任や教頭と十分に連絡をと

りながら進める。 

・児童生徒の絵や作文等を載せる場合は本人及び保護者の了解を取り、特定の児童生徒に偏

らないようにする。 

・著作権やプライバシーの保護にも留意する。特に、学級通信に他人の著作物であるイラス

ト画像等を掲載する行為は、授業の過程における利用には該当しないため、著作権法第 35

条第１項は適用されず、著作権者の了解（許諾）を得る必要がある。 

（定期的な通信） 

・児童生徒の様子だけではなく、保護者からの提案や願い、児童生徒の作品等を取り上げる

など、魅力ある編集と継続的な発行が望まれる。 

（臨時的な通信） 

・連絡すべき内容を明確にして、具体的で簡潔な文章表現に努め、その趣旨や目的が徹底で

きるようにする。 
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(4) ≢─  
児童生徒のけがや急病等の連絡、欠席の確認等は早期に、かつ、確実に行います。常に保護

者に寄り添う姿勢を大切にしつつ、用件は事実に基づき、簡潔明瞭に伝え、情報が正しく伝わ

るようにします。また、自宅への連絡がつかない場合の対応として、第二、第三の連絡先も把握し

ておきます。 
 

(5) ⱷכꜟ≢─  
災害や悪天候の際の登下校時刻や日程の連絡及び変更、学校行事の有無、不審者や熊等の出

没情報等の周知に使います。 
電子メール配信システム等を利用することが多くなっていますが、特に慎重に連絡しなければならな

い場合には学級・ホームルーム担任から、又は他の教職員と分担して一人一人の保護者に連絡をしま

す。 

 
(6)  

あらかじめ訪問の目的や意図を伝え、焦点化した話合いが行われるように心がけ、具体的な指導に

ついて保護者との連携や協力を深めます。 
・内容によっては、２名以上で訪問する。 
・児童生徒の困り感だけでなく、よい姿を伝えるとともに、生活状況等の情報収集にも努める。 

・誠実な態度で保護者に接し、保護者の願いを受容的な態度で聞くようにする。 

・他の児童生徒や家庭と比較しない。また、誤解を招く言動のないように注意する。 
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 ─  

 

 ─  

 

 ─  

(1) ≤│ 

授業とは、児童生徒の発達の段階に応じた教科等の指導を通して、知識及び技能を習得させ、

思考力・判断力・表現力等を育成する教育的営みであり、児童生徒、教材（教科書・副読本・

標本等）、教師の三者の関係の上に成り立っていることを理解しておかなければなりません。

したがって、児童生徒と教師の人間関係が大切であることは言うまでもなく、児童生徒の集団

が「学び合う」集団であることも大切な要素とな

ります。 

授業をするためには、ねらいを明確にし、児童

生徒の実態把握に努め、しっかりとした教材研究

を行うことが必要です(右図参照)。 

そして、教材研究に基づいた質の高い授業を行

い、Plan（計画）→ Do（実施）→ Check（評価）→ Action（改善）→ Plan という過程に沿

って、授業における「ねらいが達成されたか」「教材が適切であったか」「手立てが効果的で

あったか」などを客観的に評価しながら、常に工夫・改善を図っていくことが重要です。授業

の評価には、授業のねらいや手立てに関する妥当性や指導技術に関する効果等をチェックする

「授業チェックシート ※」等を活用するとよいでしょう。 

また、「生きる力」を育む授業の創造には、次の点に配慮することが大切です。  

  ○ 一人一人のものの見方や考え方、感じ方を尊重する。また、つまずきや疑問を大切にし、

一人一人が分かるまで取り組むことができるように支援する。 

  ○ 観察や実験、調査、見学、ものづくり等の体験的な活動を計画的に取り入れる。 

  ○ 児童生徒が自ら課題を見付け、解決する能力を高める問題解決的な学習を取り入れる。 

  ○ 学習のねらいや内容、児童生徒の実態によって、一斉、グループ、個別等の学習形態を工

夫するとともに、児童生徒が自分に合った学び方を選択できるようにする。 

  ○ 学習意欲を喚起する教材の選択や開発を行う。また、コンピュータ等のＩＣＴ、図表等の

資料を積極的に活用する。 

  ○ 児童生徒による自己評価や相互評価を取り入れる。また、形成的評価を行うことによって

一人一人の到達度を把握し、個に応じた指導を工夫する。 

 ○ 全国学力・学習状況調査の結果の分析等により、一人一人の学習状況を把握し、個に応

じた指導の改善を図る。また、調査問題の場面設定が、学習活動の例示、理想的な単元の

流れ、取り組むべき授業を示していることを踏まえ授業改善に生かす。 

  ○ 自己決定の場を保障する、一人一人を認め励ます言葉かけやノートへの朱書き等を行う

など、授業における生徒指導の機能を充実させ、児童生徒の自己肯定感を高めるとともに、

全員が安心して学習に取り組める雰囲気を醸成する。 

※₈ 巻末資料  ₉♩כ◦◒♇▼♅ 4-3 参照 

 

(2) ─  

児童生徒が意欲的に学習に取り組み、のびのびと自己表現できるようにするには、授業の

進め方や指導方法を工夫して、温かい人間的な触れ合いのある授業を展開しなければなりま

せん。そのために、次のような点に配慮しながら授業を進めることが大切です。 

 

―授業を構想するに当たって― 

 児童生徒 

 

教 材 

教 師 

（実態把握） （教材研究） 

（ねらいの明確化） 

授業 
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 ─  

 

 ○ 分かりやすい授業となるよう工夫する。 

  ○ 一人一人が学ぶ喜びを味わうことのできる授業となるよう工夫する。 

  ○ 明るく楽しい雰囲気で授業を進める工夫をする。 

 ○ 一人一人の個性（よさ）が生きる授業となるよう工夫する。 

(3) ─ ╘  

教材研究とは、教材分析を通して教材の特質を把握し、単元・題材のねらいや指導目標

に照らし合わせて指導内容、指導方法等を事前に研究することです。 

教材研究を進める際には、教材の特質を捉えるとともに、児童生徒の実態を踏まえてど

んな力をどのようにして身に付けさせるかを考えることが必要です。また、授業の導入、

展開、終末の各段階ごとに効果的な発問や板書、資料、教材の扱い方等を考えておくこと

も大切です。さらに、体験的な活動（観察や実験、調査等の活動）や問題解決的な学習を

計画的・効率的に取り入れる必要があります。 

(4) ⌐⅔↑╢ ─  

  ▪ ╩ ╘╢  

 授業の導入時には、学習内容に対する児童生徒の興味・関心を高め、「やってみたい」

「考えてみたい」という必要感を引き出すことが大切です。そのためには、児童生徒が、こ

れまでの生活経験や学習経験とのずれを感じて「あれっ？」と驚いたり不思議に思ったりす

る場面が生まれるように教材提示の仕方を工夫する必要があります。 

そのうえで、ＩＣＴを活用したり具体物を示したりしながら、矛盾や疑問が深まるような

発問を投げかけることにより、何をどのように学んでいけばよいのか一人一人が必要感をも

って考え、解決に向けて見通しをもって取り組めるように支援していきましょう。 

▬ ─  

板書は、発問とともに教師にとって大切な指導技術です。板書は、課題を追究するために

思考を広げたり深めたりしていくためのものです。書いたことは消さないようにし、１時間

の授業の流れが一目で分かるようにすることが大切です。 

   教材研究の際には、児童生徒の多様な考えや思考の流れを予測しながら、どんな内容をど

のような順序や分量で、黒板のどこに書くかを考えて、板書の構想を練ってみるとよいでし

ょう。よい板書は、学習した内容が整理され、構造化されており、児童生徒によく分かるよ

うになっているものです。 

        ─   

 

 

 

 

 

 

 

╟╡╟™ ╩ ⇔≡₈ ⇔√ ₉ 巻末資料 4-1､2 参照 

(ｱ) 板書の役割 

○ 学習内容の確認や理解、定着を促す。 

○ 問題解決の手がかりや考えのよりどころを示す。 

○ 授業の経過や方向性をつかませる。 

○ 児童生徒の考えを板書で位置付けたり、児童生徒に自ら板書させたりすることによっ

て、授業への主体的な参加を促すとともに成就感や満足感を味わわせる。 

学習課題 

                                             
 単元名「○○○」 

 

 

 

 

ⅎ  ⅎх 

ⅎ  ⅎ  

 まとめ 

 結 論 

次時の課題 
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(ｲ) 板書の留意点 

○ 学習活動の目標や学習課題は必ず板書する。 

○ 課題や発問、話合いの視点、学習のまとめ等の大切な事柄は、大きく目立つように板

書する。 

○ 新出の用語や重要事項、要点等は児童生徒と確認しながら板書する。 

○ 児童生徒の発言を板書する場合は、発言の内容や考えを把握し、要点を捉えて書く。

また、発言している児童生徒に対しては、表情や言葉、動作で共感し、間合いをとって

板書する。 

○ 一人一人の考えを、板書に位置付ける。ネームプレート等を用いて考えや立場を明確

にするなど、話合いを深めるための効果的な方法を工夫する。 

○ 板書をノートに写させる場合は、その時間を考慮する。 

(ｳ) 板書の配置、文字の大きさ、資料掲示等 

○ 要点を整理して書き、黒板全体を有効に使う。 

○ 文字は正確に、教室の最後列からも読めるよう見やすい大きさで書く。 

○ 文字や記号、図の位置、間隔、チョークの色等を工夫して書く。 

 ► ─  

  (ｱ) 発問の役割 

発問とは、授業のねらいに向けて児童生徒の思考活動を組み立てるための教師による

「問いかけ」です。発問には、次のような役割があります。 

○ 児童生徒が考えを広げたり、深めたり、新たな考えに気付いたりするきっかけをつく

る。 

○ 児童生徒が一つの事柄を多面的に見たり考えたりできるようにする。 

○ 児童生徒の知識や理解に揺さぶりをかけたり、追究を促したりする。 

○ 児童生徒一人一人の理解の程度を確かめる。 

  (ｲ) 発問の留意点 

   ＜発問の準備＞ 

○ 発問を用意するには、教材研究を綿密に行うとともに、児童生徒の学習状況等をしっ

かり把握しておく。 

○ 発問によって、児童生徒がどのように考えを深め、授業のねらいに迫っていくかを予

測しておく。効果的に授業を展開することができるように発問の内容や数、構成等を計

画する。 

○ 何を問いかけているのかがはっきり分かる発問を準備する。また、分かりやすい言葉

で問う。 

＜発問の工夫＞ 

○ 誘導的な発問や一問一答となるような発問は避け、多様な見方や考え方を引き出す発

問をする。 

○ 発問をするときは、学級全体の雰囲気や児童生徒の状況を捉え、効果的なタイミング

を見計らう。 

○ 発問をしたときは、間合いをとり、児童生徒が考える時間を設ける。 

○ 発問を何度も繰り返したり、言い方を変えたりしない。 

 ◄ ™─↕∑   

   話合いによって、児童生徒の思考を深めさせるためには、次のようなことが大切です。 

     ○ 多様な考えや解釈、価値観が生まれる課題になっていること 

   ○ 各自が問いに対する自分の考えをもてるようにすること 

     ○ 相手の考えや意見、立場等を尊重する望ましい人間関係がつくられていること 
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     児童生徒の発言のつながりから、新たな問題や葛藤の場面が生じることによって、集団

の思考に広がりや深まりが生み出されます。そのためには、日々の学習の中で、「発言の

仕方やつなぎ方」「聞き方」「質問や確認の仕方」「賛成・反対の立場の表し方」等の話

合いのスキルやルールを身に付けておくことが大切です。 

    (ｱ) 聞く力を育てる指導 

授業中、聞く力が必要なのは、教師の問いかけや説明、友達の発言等について正しく内

容を捉えるためです。また、話合いによってより思考を深めるためには、相手の意見を受

容的・共感的に聞くことが大切です。そうすることによって、児童生徒は自分の考えを確

認したり相手の考えと比較したりして、新たな概念や視点に気付き、それが次なる発言や

表現につながっていきます。こうしたことを教師自身が認識し、聞く力を育てるようにし

ます。例えば、人の話を聞きながらメモをとったり、発言が終わってから尋ねたい事柄を

質問したりするように促すなどして、相手の話に意識を集中させて聞くことを練習させる

のもよいでしょう。 

    (ｲ) 発言する際の児童生徒の基本的な態度（例） 

○ 氏名を呼ばれたとき、「はい」と返事をする。 

○ 単語だけで話をせず、「 ～ です」「 ～ と思います」など、自分の意志を明確にし

て話をする。 

○ 相手に分かりやすい言葉、速さ、声量で話す。 

○ 最後まできちんと話す。 

   (ｳ) 話合いにおける教師の基本的な姿勢（例） 

○ 多様な考えや解釈を分類整理したり、話合いで生じた問題を焦点化したりする。 

○ 話合いの状況に応じて、思考を揺さぶる発問を工夫したり、意見が対立する場面を設

定したりする。 

○ 温かい眼差しで共感的に聞く。また、児童生徒が相互に意見を述べ合える温かい雰囲

気づくりに努める。 

   (ｴ) 発言の取り上げ方 

生き生きした授業をつくり出すには、児童生徒の発言を活発にすることが大切です。 

児童生徒の発言しようとする意欲は、教師や他の児童生徒がその発言をどう受け入れる

かに大きく影響されます。見当違いや要領を得ない発言であっても、教師だけでなく周囲

の児童生徒が発言の意図やその背景を理解しようと努めることが大切です。そうすること

によって、多様な考え方や価値観を認め、互いに尊重し合う関係がつくられていくのです。

一人一人の発言内容を授業に生かすことは教師の大切な務めといえます。 

児童生徒の積極的な発言を促すための留意点として、次のようなことが挙げられます。 

○ 教師の発言はできるだけ少なくする。 

○ 学習のねらいや経過を確認するなどして、質問の内容が正しく明確に伝わるよう工夫

する。 

○ 発言を最後までしっかり聞こうとする雰囲気づくりに努める。 

○ 発言した児童生徒に対して、称賛や励まし等、温かい言葉がけを工夫する。 

   (ｵ) 指名の仕方 

指名に当たっては、児童生徒の人格を尊重し、「○○さん」と呼ぶなど十分配慮する必

要があります。その上で、児童生徒の実態を踏まえ、ねらいや目的に応じて指名し、授業

を進めていくようにします。 

なお、学習目標に到達するために、次のような点に配慮して指名していくのがよいでし

ょう。 

○ 全員に、課題や発問に対する考えをもたせた上で指名するように心がける。 
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○ 挙手している児童生徒だけを指名しないようにする。机間指導等によって把握した児

童生徒の実態を踏まえて、多様な考えを引き出すように意図的な指名を取り入れたり、

指名の順序を工夫したりする。 

      ○ 児童生徒の表情や態度、つぶやきをよく観察して指名する。 

  ○ ─  

   (ｱ) 机間指導の役割 

机間指導は、生徒指導の機能を生かした授業のための大きな要素です。一人一人に応じ

た学習の展開や学習の方向性の示唆だけでなく、学習における満足感や成就感を味わわせ、

学習意欲の向上や学校生活への適応にも大きく貢献します。 

机間指導には、以下のような役割があります。 

○ 一人一人の学習や作業の進み具合を確認したり、評価したりする。 

○ 質問に答えたり、つまずきに対して助言を与えたり、賞揚したり、方向性を示唆した

りするなど、個に応じた支援を行う。 

○ 一人一人の反応や考えを把握し、話合いや全体の学習への生かし方を考える。 

    (ｲ) 机間指導の留意点 

机間指導で念頭におくべきことは、児童生徒一人一人との心の触れ合いを大切にするこ

とです。ただ見て歩くのではなく、児童生徒の考えのよさや努力を見付け、称賛したり、

励ましたりするようにします。 

また、何もしないでいる児童生徒がいる場合は、考えが思いつかないのか、何らかの原

因で学習への意欲を失っているのかを見極め、相談に応じるようにします。 

さらに、次のような点にも留意します。 

○ 児童生徒の目の高さで話しかける。 

○ 同じところばかりを回ったり、特定の児童生徒に集中したりしない。 

○ 学習のねらいに応じて、指導用の座席表を用いるなど、児童生徒の学習状況をメモし

ながら行う。 

○ 知識・技能面だけでなく、意欲や態度等の情意面の変容にも目を向ける。 

○ 知識や技能、考え方等で間違えやすいもの、多様性や発展性のあるもの等については、

全体に紹介し、児童生徒一人一人の知識や技能、考え方を広げたり深めたりする。 

  ◌  ─  

児童生徒の学習への積極的な参加を目指すには、講義や説明が中心の授業ではなく、指導

目標、指導内容、児童生徒の実態等によって、いろいろな学習形態（個別学習、ペア学習、

グループ学習等）を適宜取り入れて、「分かる授業」を展開していくことが必要です。 

ここでは、児童生徒が関わり合って学習を進めていくグループ学習が、効果的に行われる

ための条件や留意点を述べます。 

    (ｱ) 効果的なグループ学習を展開するための基本的な条件 

○ なぜグループ学習をするのか、児童生徒がねらいを明確につかんでいる。 

○ 全員に発言の機会が与えられており、一人一人の考えを尊重している。 

○ 話合いの仕方が身に付いている。 

    (ｲ) グループ学習の留意点 

○ グループの主体性に任せながらも机間指導をこまめに行い、一人一人の考えを認め合

うことや目的に応じた学習活動の進め方等を助言する。 

○ 活動のための十分な時間を与える。 

○ 話合いだけでなく、話し合ったことを書いたり、全体に紹介し合ったりする活動を取

り入れる。グループ学習が有効に機能するためには、その基盤に「何でも話し合える雰
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囲気」「互いの努力を認め合う雰囲気」のある学級・ホームルーム経営がなされている

ことが必要である。 

 ◐ ⱡכ♩ ─  

学習内容の整理や定着、深化には「書く」ことが大切です。書くことの必要性や意義につ

いても、全校体制で継続的に指導する必要があります。 

  (ｱ) ノートの役割 

○ 自分や友達の考え、教師の説明、板書された内容、本時の振り返り等を書くことによ

り、学習内容の確認をしたり、定着を図ったりする。 

○ 自分が感じたことや考えたことを整理し、まとめたり発展させたりする。 

○ 文字・語句・文法等の言語機能を高め、表現力を培う。 

  (ｲ) ノート指導の留意点 

○ 板書された内容を写すだけでなく、考えや感想等を整理し、記録するように指導する。 

    ・必要なところを写すだけで終わらせないようにする。児童生徒が聞き取り、理解した

ことを文や図・記号等で記入する、自分の考えたことや調べたことを書く、資料の切

り抜きを活用するなど、分かりやすいノートづくりを奨励する。 

   ○ 目的に合ったノートの書き方を指導する。 

・学習のねらいや内容に応じて、速く書いたり丁寧に書いたりすることを指示し、目的

に合ったノートの書き方が身に付くようにする。 

   ○ 児童生徒が自分の学習の記録として大切に扱うように指導する。 

・ノートは自分の考えの軌跡であり、成長の記録ともなるので、日付を入れて整理し、

大切に保存する。 

   ○ ノートの点検を通して、児童生徒とのコミュニケーションを図る。 

・授業後、児童生徒のノートを点検することが大切である。しかし、ただ検印を押すだ

けではなく、記述された内容から考えのよさや努力を捉え、朱書きで励ましの言葉や

助言を添えるなど、ノート指導を通して一人一人との対話を深めていく。また、集め

たノートは、できるだけ早く返すように心がける。ノート指導を通して、児童生徒の

学習意欲の向上や児童生徒との信頼関係の醸成に努めることが大切である。 

   (ｳ) 発達の段階に応じたノート指導（例） 

     ＜小学校低学年＞ 

書くこと自体が学習であるから、ノートの基本的な使い方を中心に指導します。 

○ 書き始めの場所を決める。 

○ 日付を書く。 

○ 空白行や、区切り等を入れて書く。 

○ 文字だけでなく、図等も使って表現する。 

    ＜小学校中学年＞ 

基本的なノートの使い方を繰り返して指導するとともに、要点を整理してまとめるなど、

ノートを工夫して書くように指導します。 

○ 学習課題や重要な用語等、大切な箇所に枠囲みをする。 

○ 自分が考えたことや思ったことを順序立てて書いたり要点を箇条書きにしたりする。 

○ メモをとることの効果を理解し、ノートにメモ用スペースをとるなど、工夫する。 

○ 間違ったところはすぐに消さずに、思考の流れを振り返るために残すなど、次の学習

に役立てる。 

○ 図や表、矢印等の記号を使い、ノートが見やすくなるように工夫する。 

    ＜小学校高学年＞ 

自分の考えを筋道立てて書くことに重点を置き、ノートを工夫して書くように指導しま
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す。 

○ 自分の意見や考えに、根拠を加えて書く。 

○ 自分の考えの過程や友達との話合いの過程が分かるように書く。 

○ 授業の終末には、課題に対してのまとめや新たに考えたことを整理して書く。 

    ＜中学校以降＞ 

教科や学習スタイルに応じた使い方等、自分の学習が深まるノートづくりを工夫するよ

うに指導します。 

○ 予習では、事前に自分の予想や考え、疑問点等を整理して書きまとめ、授業に役立て

る。 

○ 新聞や参考資料の切り抜きを貼ったり、自分で調べたことを記録したりして、自作の

資料として活用する。 

○ メモしたことを分かりやすく図示したり、自分の感想を書き加えたりするなど、まと

め方を工夫する。 

○ 復習に利用できるように、例えばノートの見開きを使って、左ページに学習内容を、

右ページに重要事項や自分で確認したこと、練習問題等を書くなど、ノートの使い方を

工夫する。 

 ◒ ꞉כ◦◒כ♩─ ─  

教師の綿密な教材研究の基に作成したワークシートの活用は、一人一人の学習を保障し、

確かな学力の育成につながります。しかし、ワークシートを使用する際には使用目的を明確

にする必要があります。学習の効率化や学習内容の整理等、目的はいろいろあります。それ

らを見極め、教師が十分な教材研究をした上で計画的に使用することが大切です。 

また、児童生徒にノートづくりの工夫を促すという点からも、教師が用意したワークシー

トに頼りすぎないようにさせたいものです。 

ワークシートを使った学習の効果を高めるためには、使用目的と身に付けさせたい力を明

確にする必要があります。時には個々の興味・関心や理解度等に応じて、複数の種類のワー

クシートを準備しておくことも大切です。 

 ◔ ─ ⌐≈™≡ ※ 

   学習指導要領に基づき、資質・能力の三つの柱をバランスよく育成するため、児童生徒や

学校等の実態に応じ、各教科等の特質や学習過程を踏まえて、教材・教具や学習ツールの一

つとしてＩＣＴを積極的に活用し、主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善につ

なげることが重要です。 

※第 10 章 各種教育 ５ 情報教育 (3)～(4) P104～106 参照 

 

 

□ StuDX Style（文部科学省）  

https://www.mext.go.jp/studxstyle/ 

□ 授業におけるＩＣＴの活用に関する調査研究 

－学習場面に応じた１人１台端末の活用を中心として－ 

富山県総合教育センター 研究紀要第 42 号 令和５年 

https://www.center.tym.ed.jp/tyouken/tyouken-kagakujyouhou/24306 

□ ＧＩＧＡスクール構想のもとでの各教科等の指導について【概要】（令和３年６月）文部科学省 

https://www.mext.go.jp/content/20210713-mxt_kyoiku01-000016371.pdf  
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各教科の指導においては、まず学習への動機付けをし、学ぶことの楽しさや達成の喜びを体

得させ、児童生徒の能力を引き出すことが大切です。そして、基礎的・基本的な知識及び技能

の確実な習得や思考力・判断力・表現力等の育成、学びに向かう力、人間性等の涵養に努めな

ければなりません。そのためには、教師もまた、児童生徒と共に学ぶという謙虚な気持ちで、

常に探究し続ける態度や自らの指導を改善する意識をもつことが必要です。自ら学び続ける教

師こそが、学ぶことの意義を児童生徒に教えることができます。 
 

(1) ╩ ╖ ≡╢  

  教科の指導は、日々の授業を通して行われます。授業をどのように組み立てるのか、次にそ

の手順の一例を示します。 

  ▪ ⌐ ∫≡⁸ ╡ →╢ ╩ ∆╢ 

児童生徒の実態や必要性に即したものを適時取り上げ、重点的にねらいの達成を図るよう

に努めます。指導上必要な場合は、単元の系統性に配慮します。 

  ▬  ─ ╩ ⇔≡ ∆═⅝ ╩ ╠⅛⌐∆╢ 

教科の目標や学年等を考慮した単元の評価規準に従って、具体的な目標を設定します。そ

の目標は、達成したときの児童生徒の姿をイメージして考えます。 

 ► ╩ ∆╢√╘⌐╟╡ ⇔√ ─ ⌐ ╘╢ 

目標を達成するためには、まず教科書の教材を研究した上で、他に適切な教材がないかを

考えます。特に、その地域にある素材を教材化したものは、児童生徒の興味・関心や学習意

欲を高める効果が大きくなります。 

 ◄  ─ ⌐ ∂√ ─ ╩ ∆╢ 

指導計画の作成に当たっては、児童生徒の実態を正確に把握し、それを基にして目標を達

成する方法を考えます。 

主体的な学習の仕方を身に付けさせるために、児童生徒が自ら学習課題をもつようにした

り、問題解決的な学習を取り入れたりします。また、児童生徒が主体の授業を展開できるよ

うに、作業的、体験的な活動を取り入れるなど指導方法を工夫します。 

さらに、児童生徒の到達度を把握し、少人数指導やティーム・ティーチング、補充的な学

習や発展的な学習を取り入れた指導方法や指導体制をとり、学習内容が確実に定着するよう

に努めます。 

  ○  ─ ⁸ ⌐≈™≡ ∆╢ 

単元ごとに適切な評価規準を設け、評価方法を工夫したり、補助簿等を活用したりして、

指導と評価の一体化に努めます。 

 ◌ ╩ ∆╢ 

学習指導案には、略案、細案があります。細案は、文章体による指導細案、学習指導の構

造を図式によって表現する指導細案等に分けることができます。 
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 ─  

 

(2) ─ ⅝   

 学習指導案は、特に定まった形式はありませんが、一般的に次のような内容を盛り込んで作

成します。 

このような計画を基に、学習のねらいを明確にした分かりやすい授業を展開し、児童生徒が、

見通しをもって学習に取り組めるようにします。 
 
(3) ─ⱳ▬fi♩ 

児童生徒のよさを認め、励まし、児童生徒との信頼関係を築きながら、集団の学習規律を高

め、学ぶことの楽しさや有用性を感じることができるような指導を心がけます。   

  ▪  ╩ ⌐⇔√ ─ ≤  

学校教育は、計画的、継続的な営みであり、教育内容の全てにわたって、綿密な年間指導

計画が必要です。 

教科の場合は、学習指導要領に示された内容を基にして、それぞれの教科の標準授業時数

を目安として学習の年間指導計画を立てます。次に、それを月案・週案・日案という形で具

体化します。充実した授業を実現するためには、児童生徒や学校・地域の実態を踏まえた適

切な年間指導計画を作成するとともに、常に年間指導計画を見直し、学習内容を精選して構

造化を図ることが必要です。 

  ▬  ⌡╠™╩ ⌐⇔√ ─  

学習過程を成立させ発展させる上で、追究すべき価値ある素材、又は資料等を総称して、

一般に教材と呼びます。教材研究は、次のような手順で進めます。 

(ｱ) 適切な教材を選定する 

目標達成に適しているか、児童生徒の学習意欲を高めることに適しているか、発達の段

階や問題意識に合致しているかなどの観点から検討します。 

○○科学習指導案 
令和○年○月○日(○) 第○校時 
○年○組 ○名 
指導者 ○○ ○○ 

１  単元（題材）名 
２  単元（題材）について 
   教材（題材）観、児童生徒の実態、指導観の三つの視点で、指導者の考え方を明らかにする。その際、

身に付けさせたい力を明記する。 
３  単元（題材）の目標 
   学習指導要領に示された学年の目標と「内容のまとまり」で示された内容を踏まえて具体的に書く。 
４ 単元の全体計画(全○時間） 
  単元全体をどのような内容、どのような順序で指導するのか、児童生徒の立場に立っていくつかのまと

まりで表し、本時の位置付けを明示する。 
５  本時の学習（○／○時） 
 (1)ねらい 

単元の目標との関連を明らかにし、観点を踏まえて書く。具体的に評価できるように行動目標で表す。 
 (2) 展開 …ねらい達成のための授業展開計画を示す。 

学 習 活 動（配時） 

・予想される児童（生徒）の反応 

･指導上の留意点（◆評価＜方法＞） 

※「努力を要する」状況と判断する児童（生徒）への手立て 

○学習活動の内容を書く 

・児童（生徒）がどのように学習するかを予

想して、記述する。 

＜記述例＞ 

１ イラストやグラフ等を見て、気が付いたこと

を話し合う。           （10） 

・グラフを見ると、事故や事件の数は減って

いる。                            

 ・手段・方法等を中心に記述する。 
 ・指導に必要な各種の資料を記述する。 

 

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◆本時の評価規準を記入する。 
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https://www.kyoinouen.tym.ed.jp/
https://www.mext.go.jp/studxstyle/
https://www.nits.go.jp/materials/






https://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidousiryou.html
https://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidousiryou.html
https://www.mext.go.jp/content/20200515-mxt_tokubetu01-1386427.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20220316-mxt_tokubetu01-100002983_02.pdf


























https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/sougou/main14_a2.htm
https://www.center.tym.ed.jp/tyouken/tyouken-kensyu/24185
https://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidousiryou.html




https://www.nier.go.jp/kaihatsu/pdf/tokkatsu_20240722-01.pdf
https://www.center.tym.ed.jp/siryou/careerpassport/23922


https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/13/1387017_014.pdf
https://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidousiryou.html






https://www.pref.toyama.jp/3005/taiiku/ikusei_keikaku.html#:%7E:text=%E3%80%8C%E5%85%83%E6%B0%97%E3%81%A3%E5%AD%90%E8%82%B2%E6%88%90%E8%A8%88%E7%94%BB,%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81%E3%81%9F%E5%B9%B4%E9%96%93%E8%A8%88%E7%94%BB%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82




https://www.pref.toyama.jp/3005/syokuikuanzen/index.html




https://www.mext.go.jp/content/20210716-mext_kenshoku-100003341_1.pdf
https://www.mext.go.jp/a_menu/sports/syokuiku/1385699.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/sports/syokuiku/1385699.htm




https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2019/05/15/1416681_01.pdf
https://anzenkyouiku.mext.go.jp/anzentenken/index.html
https://www.pref.toyama.jp/3005/syokuikuanzen/index.html






https://www.mext.go.jp/a_menu/kokusai/jidou/main4_a9.htm
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/dv22/01.html
https://www.mext.go.jp/content/20191217_mxt_syoto02-000003250_13.pdf
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/20820220622077.htm
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/024/report/08041404.htm




https://www.pref.toyama.jp/3002/jidouseitosien.html


https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00107.html


https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/024/report/08041404.htm
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/128/index.htm
https://www.pref.toyama.jp/1711/kurashi/kyousei/jinken/kj000250325/kj00025032501.html
https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00107.html






https://www.cfa.go.jp/policies/kodomo-kihon/
https://www.pref.toyama.jp/documents/40317/0tebikizenhan.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20230220-mxt_jidou01-000024699-201-1.pdf






https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1422155.htm


https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1422155.htm
https://www.pref.toyama.jp/documents/40317/0tebikizenhan.pdf




https://www.pref.toyama.jp/3002/kurashi/kyouiku/gakkou/keikaku/kj00014295.html
https://www.pref.toyama.jp/3002/kurashi/kyouiku/gakkou/keikaku/kj00014294.html
https://www.pref.toyama.jp/documents/8774/01435137.pdf
https://www.pref.toyama.jp/3002/kurashi/kyouiku/kyouiku/kj00022969.html
https://www.mext.go.jp/content/20240329-mext_jidou02-000034502_006.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20230207-mxt_jidou02-00001302904-001.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20240830-mext_jidou01-1336275_3.pdf






https://www.mext.go.jp/a_menu/danjo/anzen/index.html
https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/28/04/1369211.htm


https://www.mext.go.jp/content/20230220-mxt_jidou01-000024699-201-1.pdf
https://www.pref.toyama.jp/3002/kurashi/kyouiku/kyouiku/teiyou.html






https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/1315467.htm
https://www.nier.go.jp/shido/centerhp/design-career/all_ver.pdf
https://www.nier.go.jp/shido/centerhp/career_jittaityousa/pamphlet/pamphlet_all.pdf
https://www.nier.go.jp/shido/centerhp/career_jittaityousa/pamphlet/pamphlet2_all.pdf
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/siryo/attach/1364316.htm
https://www.nier.go.jp/shido/centerhp/career_jittaityousa/pamphlet/h28/all.pdf
https://www.nier.go.jp/04_kenkyu_annai/pdf/div09-shido_20180605-cp-v01.pdf
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/career/detail/1419917.htm
https://www.center.tym.ed.jp/siryou/careerpassport/23922
https://www.mext.go.jp/content/20220314-mxt_jidou01-000007080_1.pdf
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/career/detail/mext_01951.html
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/career/detail/mext_00010.html




https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html
























https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11402417/www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/07050101/001.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2017/10/13/1383809_1.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2018/10/11/1409653_01.pdf
https://www.mext.go.jp/tsukyu-guide/common/pdf/passing_guide_02.pdf
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/material/1340250_00001.htm
https://www.mext.go.jp/content/20210924-mxt_tokubetu01-000007449_1.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20220428-mxt_tokubetu01-100002908_1.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20230330-mxt_tokubetu02-000008198_2rr.pdf
https://www.center.tym.ed.jp/toyamatokusi/16283
https://www.center.tym.ed.jp/wp-content/uploads/2019manual.pdf
https://www.center.tym.ed.jp/wp-content/uploads/shogainoarujidouseitonoshugakunotebiki2024.pdf


https://www.center.tym.ed.jp/toyamatokusi/22153
https://www.center.tym.ed.jp/wp-content/uploads/6538aceff19cc0a80097218e2e5df29f.pdf
https://www.center.tym.ed.jp/wp-content/uploads/tokushi_text106all.pdf






https://www.kyoinouen.tym.ed.jp/sido/gaikoku
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/002/1304668.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003_00004.htm
https://casta-net.mext.go.jp/
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003/1345413.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003/1341903.htm




https://www.mext.go.jp/a_menu/shisetu/ecoschool/detail/1311403.htm
https://www.mext.go.jp/unesco/sdgs_koujireisyu_education/index.htm
https://policies.env.go.jp/policy/eco/
https://www.pref.toyama.jp/1730/kurashi/kankyoushizen/kankyou/kj00022729/index.html
https://www.tkz.or.jp/
https://www.mlit.go.jp/river/kankyo/play/kawanimanabu.html


https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/1369617.htm
https://www.nits.go.jp/materials/intramural/045.html
https://www.nits.go.jp/materials/intramural/154.html




https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/1416800.htm
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まり、理解を深めることができる。また、デジタル教材のシミュレーション機能や動画

コンテンツ等を用いることにより、通常では難しい実験・試行を行うことができる。 

►   

学習者用端末や電子黒板等を活用し、教室内の授業や他地域・海外の学校との交流学習に

おいて子供同士による意見交換や発表等、互いを高め合う学びを通じて、思考力、判断力、

表現力等を育成することが可能となります。 

例① 協働での意見整理 

学習者用端末等を用いてグループ内で複数の意見・考えを共有し、話合いを通じて思

考を深めながら協働で意見整理を行うことが挙げられる。クラウドサービスを活用する

などして、学習課題に対する互いの進捗状況を把握しながら作業することにより、意見

交流が活発になり、学習内容への思考を深めることが可能となる。また、学習者用端末

や大型提示装置に、クラウドサービスを活用してグループ内の複数の意見・考えを書き

込んだスライドや、書き込みをしたデジタル教科書・教材を映すこと等により、互いの

考えを視覚的に共有することができ、グループ内の議論を深め、学習課題に対する意見

整理を円滑に進めることが可能となる。 

例② 協働制作 

学習者用端末を活用して、写真・動画等を用いた資料・作品を、グループで分担した

り協働で作業しながら制作したりすることが挙げられる。グループ内で役割分担し、ク

ラウドサービスを活用するなどして、同時並行で作業することにより、他者の進み具合

や全体像を意識して作業することが可能となる。また、写真・動画等を用いて作品を構

成する際、表現技法を話し合いながら制作することにより、子供たちが豊かな表現力を

身に付けることが可能となる。 

教育の情報化に関する手引-追補版-（令和２年６月）文部科学省 

 
 

□ GIGA スクール構想の実現について（文部科学省） 

https://www.mext.go.jp/a_menu/other/index_00001.htm 

□ 生成 AI の利用について（文部科学省） 

https://www.mext.go.jp/a_menu/other/mext_02412.html 

□ StuDX Style（文部科学省） 

https://www.mext.go.jp/studxstyle/ 

□ 教育の情報化に関する手引 -追補版-（文部科学省） 令和２年６月 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/mext_00117.html 

□ 次世代の教育情報化推進事業『情報教育の推進等に関する調査研究』（文部科学省） 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/1400796.htm 

□ 発達障害のある子供たちのための ICT 活用ハンドブック（文部科学省） 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/1408030.htm 
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https://www.mext.go.jp/a_menu/other/index_00001.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/other/mext_02412.html
https://www.mext.go.jp/studxstyle/
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/mext_00117.html
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/1400796.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/1408030.htm
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 ─ ≤   

幼児期は、心身の発達が著しく、環境から大きな影響を受ける時期です。生活の中で、自分の

興味や欲求に基づいた直接的・具体的な体験を通して、人格形成の基礎となる豊かな心情、物事

に自分から関わろうとする意欲や健全な生活を営むために必要な態度等が培われる大切な時期で

す。 

幼児教育では、教育内容に基づいた計画的な環境をつくりだし、その環境に関わって幼児が主

体性を十分に発揮できる生活を通して、望ましい発達を促すことが大切です。幼児教育の基本は、

「環境を通して行う教育」です。 

また、幼稚園等には、幼児教育の在り方や保護者のニーズに応える子育て支援等について、研

修や園運営の工夫を行うことが求められています。 

 平成 24 年８月の「子ども・子育て関連３法」の制定を経て、平成 26 年４月には、「幼保連携

型認定こども園教育・保育要領」が告示されました。 

 平成 27 年４月から「子ども・子育て支援新制度」が施行されたことにより、幼児期の学校教

育・保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進することとなりました。 

さらに、平成 29 年３月、「幼稚園教育要領」「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」

「保育所保育指針」が、初めて同時に改訂（改定）されました。幼稚園教育において育みたい資

質・能力及び「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」が明確に示され、その内容について一層

の整合性が図られました。 

このことにより、生きる力の基礎を培う「幼児期の学校教育」においては、将来をしっかり生

きていくための「根っこ」をつくること等、より質の高い学校教育・保育の提供が責務となり、

教職員のさらなる資質向上が求められています。 

 

 ─    

(1) ─  
「環境を通して行う教育」とは、幼児が環境と主体的に関わって、一人一人が本来もっている

よさや可能性が拓かれることであり、それを引き出すような環境を構成することが重要です。そ

のためには、幼児期にふさわしい生活の展開、遊びを通しての総合的な指導、幼児一人一人の発

達の特性に応じた指導が重視されなければなりません。このように、幼稚園は一人一人のよさと

可能性を生かしながら、生きる力の基礎を培うところです。学校教育法では、幼稚園教育の目標

を次のように示しています。 

１ 健康、安全で幸福な生活のために必要な基本的な習慣を養い、身体諸機能の調和的発達

を図ること。 

２ 集団生活を通じて、喜んでこれに参加する態度を養うとともに家族や身近な人への信頼

感を深め、自主、自律及び協同の精神並びに規範意識の芽生えを養うこと。 

３ 身近な社会生活、生命及び自然に対する興味を養い、それらに対する正しい理解と態度

及び思考力の芽生えを養うこと。 

４ 日常の会話や、絵本、童話等に親しむことを通じて、言葉の使い方を正しく導くととも

に、相手の話を理解しようとする態度を養うこと。 

５ 音楽、身体による表現、造形等に親しむことを通じて、豊かな感性と表現力の芽生えを

養うこと。                                           （学校教育法第 23条） 
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(2) ─ β 

前記の目標は、幼児が環境に関わって展開する具体的な活動を通して総合的に指導すること 

になります。 

幼稚園教育要領では、幼稚園教育のねらいと内容を幼児の発達の側面から５領域にまとめて示

しています。各領域のねらいは、幼稚園における生活の全体を通じ、幼児が様々な体験を積み重

ねる中で相互に関連をもちながら次第に達成に向かうものです。また、幼児の発達の実情や地域

の実態等に応じて、具体的なねらいや内容を組織することが必要です。各領域の主な内容は次の

とおりです。 

▪ ─ ⌐ ∆╢ ₈ ₉ 

   ・いろいろな遊びの中で十分に体を動かす。 

    ・先生や友達と食べることを楽しみ、食べ物への興味や関心をもつ。 

   ・幼稚園における生活の仕方を知り、自分たちで生活の場を整えながら見通しをもって行動す

る。 

   ・自分の健康に関心をもち、病気の予防などに必要な活動を進んで行う。 

  ▬ ≤─ ╦╡⌐ ∆╢ ₈ ₉ 

  ・友達と楽しく活動する中で、共通の目的を見いだし、工夫したり協力したりなどする。 

・友達と楽しく生活する中できまりの大切さに気付き、守ろうとする。 

  ・高齢者をはじめ地域の人々などの自分の生活に関係の深いいろいろな人に親しみをもつ。 

  ► ⌂ ≤─ ╦╡⌐ ∆╢ ₈ ₉ 

    ・自然に触れて生活し、その大きさ、美しさ、不思議さなどに気付く。 

    ・自然などの身近な事象に関心をもち、取り入れて遊ぶ。  

   ・身近な物を大切にする。 

・身近な物や遊具に興味をもって関わり、自分なりに比べたり、関連付けたりしながら考えた

り、試したりして工夫して遊ぶ。 

・日常生活の中で数量や図形などに関心をもつ。 

  ◄ ─ ⌐ ∆╢ ₈ ₉ 

    ・先生や友達の言葉や話に興味や関心をもち、親しみをもって聞いたり、話したりする。 

  ・したり、見たり、聞いたり、感じたり、考えたりなどしたことを自分なりに言葉で表現する。 

  ・人の話を注意して聞き、相手に分かるように話す。 

    ・生活の中で必要な言葉が分かり、使う。 

    ・親しみをもって日常の挨拶をする。 

・絵本や物語などに親しみ、興味をもって聞き、想像をする楽しさを味わう。 

  ○ ≤ ⌐ ∆╢ ₈ ₉ 

  ・生活の中で様々な音、形、色、手触り、動きなどに気付いたり、感じたりするなどして楽し

む。 

  ・感じたこと、考えたことなどを音や動きなどで表現したり、自由にかいたり、つくったりな

どする。 

  ・音楽に親しみ、歌を歌ったり、簡単なリズム楽器を使ったりなどする楽しさを味わう。 

    ・かいたり、つくったりすることを楽しみ、遊びに使ったり、飾ったりなどする。 
※ ─   幼稚園教育要領 第２章 ねらい及び内容（文部科学省）平成 29 年３月 31 日 
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学級担任は園の教育目標や経営方針等を受けて学級目標を立て、その実現を目指して経営し、

日々の生活を保育者と幼児が一緒になってつくり上げていきます。特に、学級経営に当たっては、

次のような点に心がける必要があります。 

(1) ─ ≤   

学級担任は園の教育課程に基づき、一人一人の幼児が幼児期にふさわしい生活を展開し、必要

な体験が得られるような具体的な指導計画を作成することが大切です。 

指導計画は、教育課程を具体化したものであり、具体化する際には、発達を見通した年、学期

等の長期の計画と、それと関連してより具体的な幼児の生活に即した週、日等の短期の計画があ

ります。 

指導計画はあくまで予定であって、実際に展開される生活に応じて常に改善すべきものなので、

作成した指導計画に基づいて学級経営を工夫し、実践の積み重ねの中で反省や評価を行い、指導

計画の修正、改善を図ることが大切です。 

実際に保育を展開する場合は、幼児の生活する姿の中から発達の実情を理解し、適切な環境を

幼児と共に構成し、活動を充実させるよう援助が必要です。具体的に次の４点が挙げられます。   

   ・幼児の発達の過程を見通し、具体的なねらいと内容を設定すること。 

   ・幼児の発達に必要な体験が積み重ねられるような具体的な環境を構成すること。 

   ・環境と関わって生み出された幼児の活動に沿って幼児の発達を理解すること。 

  ・幼児一人一人の発達にとって活動のもつ意味を捉え、発達に必要な体験を積み重ねていくこ

とができるように援助すること。 

 

(2) ≤  

幼児期にふさわしい教育を行うには、保育者は幼児の発達の実情を的確に把握し、一人一人の

幼児を十分に理解することが大切です。幼児理解とは、外面的なものだけではありません。幼児

が今何に興味や関心をもち何を実現しようとしているのか、活動に取り組む中で苦労していると

ころはあるか、その困難はその幼児にとって乗り越えられそうか、この後どんなことに興味が広

がっていきそうかなど、幼児の内面の動きや活動への取り組み方、その取組の中で育ちつつある

ものを理解することが幼児理解です。それには、保育者が幼児と生活を共にしながら触れ合う場

を多くもち、園生活全体を通して幼児のよさや可能性を捉えようとする目をもって幼児を理解し

ようとすることが大切です。そこから、一人一人の幼児の発達を促す保育が生み出されます。 

幼児教育における評価とは、幼児を他の幼児と比較して優劣をつけることではありません。保

育の中で、幼児の姿がどのように変容していくかを捉えながら、そのような姿が生み出されてき

た様々な状況について適切かどうかを検討して、保育をよりよいものに改善する手がかりを得る

ことが評価です。 

 

   

□ 幼児理解に基づいた評価（文部科学省）平成 31年３月 

  https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/youchien/07121724/__icsFiles/afieldfile/2019/05/15/1296261_1.pdf  

□ 幼児の思いをつなぐ指導計画の作成と保育の展開（文部科学省）令和３年２月 

  https://www.mext.go.jp/content/20210301-mxt_youji-000013093_01.pdf 

□ 指導と評価に生かす記録（文部科学省）令和３年 10月 

  https://www.mext.go.jp/content/20211213-mxt_youji-000004381_1.pdf 
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(3) ─  

環境を構成するということは、幼児が発達に必要な体験が得られるような状況を、物や人、身

の回りに起こる事象（自然現象、情報）、時間や空間、保育者の動き等を関連付けてつくり出し

ていくことです。 

そのためには、遊具や用具、素材等の様々な要素が遊びを通して、幼児の発達にどう影響する

かを考え、教育的に価値のある環境を計画的に構成していかなければなりません。 

また、幼児の興味や関心は次々と変化し、あるいは深まり、発展していきます。それゆえ、環

境が最初に構成されたまま固定されていては、幼児の主体的な活動が十分に展開されなくなり、

経験も豊かなものとはなりません。常に適切なものとなるように、環境を再構成していかなけれ

ばならないのです。その上で幼児が興味や関心のある活動にじっくり取り組むことができるだけ

の時間、空間、遊具等の確保も重要です。 

 

(4) ≤─  

幼児の発達にとって、家庭での教育と幼稚園等の教育とが共に大切な意味をもっており、幼児

教育の営みは家庭との連携を抜きにして考えることはできません。また、保護者はもとより幼児

を取り巻く家族が、幼稚園等や保育者に対してどのような気持ちをもっているかは、幼児の心に

微妙な影響をもたらすことが多いものです。そこで、保護者が「この先生なら大丈夫」「この園

なら任せられる」という安心感を感じとれるような信頼関係を、日常の触れ合いの中で築いてい

くことが大切です。 

保護者との信頼関係を築くための保育者の基本姿勢としては、次のようなことが考えられます。 

   ○ 何でも話せる雰囲気をつくり、相手の話をゆったりと最後まで聴き、ありのままを受け止

める。 

  ○ 幼児一人一人は保護者にとってかけがえのない存在であり、その保護者の気持ちを大切に

する。 

  ○ 幼児のよい点や伸びる可能性を中心に話すようにし、保護者と共に幼児の望ましい発達に

ついて考える。そのときは、幼児一人一人のよい面を認めながら「こうしてはどうでしょう

か」と共に考える姿勢を大切にした表現をする。 

また、家庭との連携を図る手段としては、次のようなことが考えられます。 

   ・学級懇談会、個人懇談会 

   ・家庭訪問 

   ・園だより（学級通信）、園のホームページ 

   ・連絡ノート 

   ・その他（祖父母学級、親子ふれあい活動や運動会等の園行事等） 

 

(5) ─ ⅎ 

  保育者は自分が最も重要な教育環境であることを自覚して、幼児と生活を共にしながら、幼児

の内面に育ちつつあるものをくみ取り、幼稚園等の教職員全員で一人一人の幼児を育てるという

視点に立つことが大切です。また、幼児の自由な活動と協同で行う活動や一斉で行う活動をバラ

ンスよく取り入れることを考慮します。そして、幼児が安定して楽しく園生活を送れるように、

一人一人の幼児に応じた保育に努めなければなりません。 
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 ─  

 

(1) ⌂ ╩ ∆  

  ▪  ─ ─ ╩ ╕ⅎ√ ─  

    ・幼児が周囲の環境に自ら進んで関わる中で、自分の世界を広げ、生活に必要な体験を獲得し

ていく過程を発達と捉え、幼児一人一人のその子供らしい見方や関わり方を大切にします。 

    ・豊かな自然や周囲の温かい人間関係の中で、幼児が興味や欲求を十分満足させ、発達に必要

な体験を確実に獲得できる活動を展開するように配慮します。 

  ▬  ⌂ ╩ ∆ ─  

    ・幼児の生活する姿に即して、どのような体験を積み重ねる必要があるのかを明確にし、物や

人、場や時間、保育者の援助等と関連させて環境を構成します。 

    ・環境の構成は固定的なものではなく、幼児の意識の流れや活動の展開に伴って再構成してい

くという弾力的なものと考え、工夫します。 

    ・幼児の生活が、昨日から今日、今日から明日へと時間的に密接につながっていることや、家

庭・地域社会から幼稚園等へ、幼稚園等から小学校等へと空間的につながり営まれているこ

とを配慮しながら、環境の構成を工夫します。 

  ・幼児が安心して活動できるように遊具、用具、素材の内容（量、形状、安全性等）に留意し

ます。 

 ►  ⅛™ ─  

幼児は周囲の大人によって自分は守られている、自分の存在が受け入れられているという安

心感をもつことで自分の世界を拡大し、自立した生活へと向かっていきます。そこで、保育者

は、幼児を温かく見守ったり、気持ちを受け止めたりすることを通して温かい信頼関係を築い

ていくことが大切です。 

 ◄  ⌐ ∂√  

幼児は家庭環境や生活経験の違いから、一人一人が異なった発達の姿を示します。そこで、

環境の受け止め方や見方、環境への関わり方等幼児の内面を理解し、思いや気持ちを受け止め

ることが大切です。そして、幼児一人一人をかけがえのない存在として捉え、それぞれの発達

の課題に即して必要な体験が得られるように援助していくことが必要です。 

 

(2) ( )─  

登園から降園までの一日の園生活には、様々な生活場面があります。幼児は登園すると同時に、

自分を取り巻く様々な環境と関わって活動を生み出し、保育者はそれに対応しながら保育を展開

していきます。それぞれの場面において、保育者は、あらかじめ作成した指導計画を踏まえなが

ら、一人一人の幼児がその中で発達に必要な体験を積み重ねることができるように環境を構成し

たり援助を繰り返したりします。保育を展開する中で保育者は、幼児の生活する姿を捉え直し、

指導計画の見直しを行っていくことが必要です。 

日案の作成に当たっては、幼児の心身の発達を促し、指導の方向性が明確であり、幼児が充実

した活動を展開できるよう工夫することが望まれます。そして、綿密で具体的なものにすると同

時に、幼児の生活の自然な流れに柔軟に対応できるようにすることが大切です。 

▪  ┼─ ↑─  

昨日の実践が今日の計画に生かされ、今日の実践が明日に生かされるように指導計画の関連

を考えます。 
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  ▬  ─⌡╠™≤ ─  

    ・その時期の幼児にふさわしいねらいを、幼児の実態に即して明確にします。 

  ・内容には、ねらいを達成するために幼児に積み重ねさせたい体験を盛り込んでおきます。 

  ►  ⅜ ⌐ ╡ ╗ ─  

  ・登園直後から自分の好きな遊びに取り組めるよう、ゆとりのある活動の展開に心がけます。 

  ・使いたい物があったら取り出せる場所、声をかけたら応えてくれる友達、自由に動ける空間

等、自分なりのイメージをもち、進んで関わろうとする気持ちが生まれるような環境を、幼

児と保育者が共につくりあげていきます。 

    ・幼児自身が楽しいと感じるような、魅力ある環境の構成をします。 

  ◄  ─ ╣⌐ ∂√ ─  

  ・幼児の生活は、昨日から今日、家庭から幼稚園等へと連続し、関連し合って成り立っていま

す。昨日の様子や家庭の状況等幼児の生活の流れを捉え、その関連を明らかにします。 

  ・幼児は生活の流れにリズムや変化を求める傾向があります。興味・関心の示し方や集中力の

持続時間等に留意しながら、活動の場所（屋内と屋外）や形態（個人、グループ、学級全体）

等の特性を生かすようにします。 

ה  ○   ≤ ─  

幼児の実態及び幼児を取り巻く状況の変化等に即して、具体的なねらいや内容が適切であっ

たかどうか、環境の構成が適切であったかどうか、幼児の活動に沿って必要な援助が行われた

かどうかなどを十分に検討します。さらに、指導過程についての反省や評価を適切に行い、常

に指導計画の改善を図ります。 
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(3) ( )─   

 

４歳児    令和○年○月○日(○)の指導計画 

 ○○組 計○名 

保育者  ○ ○ ○ ○ 

 １ 活動名 船ごっこをしよう 

 

 ２ 幼児の姿（○月第○週の生活の様子） 

気の合う友達が登園するのを待って、同じ遊びを繰り返す姿が見られる。また、偶然同じ場

所にいた友達と一緒に遊びながら、興味のあるものに次々と移っていく姿が見られ、友達と一

緒に遊ぶ楽しさを味わっている。 

      戸外での遊びに興味をもち、園庭を走ったり池でオタマジャクシをとったり、砂でごちそう

をつくったりしながら遊びを楽しむ姿が見られる。また、保育者と一緒に園の周囲を散歩した

り、身近な自然との触れ合いを楽しんだりして遊びを進めている。 

 

 ３ ねらい 

     保育者や友達と一緒に遊びを進めたり、楽しんだりする。 

     ・保育者や気の合った友達と簡単な役割を決めながら遊ぶ。 

・絵本や身近な自然に触れ、感じたことを遊びの中に取り入れたり、友達や保育者に話した

りする。 

 

 ４ 幼児の活動と保育者の援助 

 時刻 幼児の活動 保育者の援助 

８:４０ 

 

 

○登園する。 

○持ち物の整理をする。 

・挨拶を交わしながら、登園時の様子を注意し

て見る。 

・登園時にすんなりと保護者から離れ、持ち物

の整理に取りかかれるよう、見守り励ます。 

９:００ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○好きな遊びをする。 

〔ままごと〕 

 粘土や紙でごちそうをつく

る。 

 役割を決めて遊ぶ。 

〔乗り物ごっこ〕 

  船・車や切符等をつくる。 

  役割を交代したり、相談した

りしながら遊ぶ。 

〔お菓子づくり〕 

  砂や水、木の葉等でケーキや

クッキーをつくる。 

〔草花摘み〕 

〔オタマジャクシとり〕 

 

・保育者と一緒にいることで安心している幼児

や、遊びに取りかかるのが遅い幼児に対して

は、他の幼児の遊びを一緒に見る中で、目的

をもった活動ができるように声をかけたり、

遊びに誘ったりする。 

・役割を決めたり遊びを進めたりすることがで

きない幼児がいる場合には、遊びや相談の仲

間に入り助言する。 

・遊具や用具の乱暴な取扱いについては、危険

であることをその場ではっきりと教える。 

・使った物や場所を片付けてから、次の遊びに

移るように声をかける。 
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時刻 幼児の活動 保育者の援助 

１０:３０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１:４０ 

 

○テーマをもった遊びをする。 

【船ごっこをしよう】 

〔船長さんのへや〕 

  船長さんになって船を操縦する。 

〔ゲームのへや〕 

  パソコンでゲームをする。 

 

  魚がどこに棲んでいるかパソ

コンで調べる。 

〔魚たちのへや〕 

  魚について疑問に思ったこと

を絵本や図鑑で調べる。 

  調べて分かったことを絵や文

字に書いてコーナーに貼る。 

〔レストラン〕   

 船員やお客さんになってごち

そうを食べる。 

〔風呂〕 

  船員やお客さんになって、風

呂に入る。 

○後片付けをする。 

 

・思いを表現したり、イメージを膨らませたり

して遊べるよう、遊びの展開を見通しながら

環境を整える。 

・一人一人の興味や関心、遊びへの思いを読み

取って、認めたり、励ましたりしながら、そ

の子なりの楽しさが味わえるようにする。 

 

 

 

 

・魚や船に関する絵本や図鑑等を幼児と一緒に

見ることで、遊びに対する興味・関心を高め

る。 

 

・遊びの中でトラブルが起きたときは、それぞ

れに思いがあることを知らせ、その状況に合

わせて援助する。 

 

 

 

・進んで片付けている幼児を認める。 

・片付け方の分からない幼児には、具体的な方

法を示す。 

１２:００ 

 

１３:００ 

 

○昼食の準備をし、食べる。 

 

○絵本や紙芝居等の読み聞かせ

を聞く。 

・手伝いたい幼児の思いを大切にし、当番を中

心に昼食の準備を進める。 

 

・幼児の名前を入れた話づくりを工夫するなど

して、楽しく聞けるようにする。 

 １３:３０ 

 

１４:００ 

○降園の準備をする。 

 

○降園する。 

・身支度を整えたり、忘れ物がないか確認した

りする時間を確保する。 

・迎えが来ていない幼児については、保育者の

そばで待たせておく。 
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５ 環境の構成 

各場所で多様な遊びが展開できるように、また、船ごっこのテーマをもった活動につながるよ 

う意図的に材料を準備しておく。 

 

６ 評価の観点 

      保育者や友達と一緒に遊ぶことを楽しんでいるか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

テ
ー
ブ
ル 

椅
子 

絵本や図鑑を置いておく。
また、分かったことを書い
て貼る場も確保する。 

車や船をつくるため
に必要な材料を準備
する。 

〈保 育 室〉 

 

  
〈廊 下〉 

人数や材料によっ
て活動しやすいよ
うに移動する。 

  

トイレ 生き物コーナー 給水 

棚 

積み木の船 

空

き

箱 

製作 

コーナー 

段ボール 

ピ

ア

ノ 

ままごと 

 コーナー 

ままごとの他、絵
を描くためなどに
も利用する。 

  

製作するためのスペースに
配慮し、危険のないように
する。 
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 ─ ≤ ─ ⌂ ─√╘⌐ 

 

(1) ─ ≤ ─ ה ─  

幼児教育施設で生活していた子供たちが小学校に入学すると、様々な違いに出合います。遊び

を中心とした幼児期の学びから、教科や時間に区切られた小学校の学びへというような、主に学

習面での段差(移行)や、有能感に満ちていた年長児が、最年少の立場の１年生として扱われるよ

うな、主に生活面での段差(移行)等があります。 

その段差を子供たちが乗り越えるためには、遊びを通して学ぶ幼児期の教育活動から教科学習

が中心の小学校以降の教育活動への円滑で確実な接続を目指し、幼児教育施設と小学校との連携

を強化しながら双方の質の向上を図り、幼児教育の成果を小学校教育に取り入れる方策を工夫す

ることが必要です。子供たちが小学校へ入学するに当たり、不安を少しでも軽減するために幼児

教育施設と小学校が連携し、円滑な接続に向けて取り組むことが大切になります。 

幼児教育施設における幼児期の教育と、小学校における児童期の教育は、それぞれの段階にお

ける役割と責任を果たすとともに、子供の発達や学びの連続性を保障するため、両者の教育が円

滑に接続し、教育の連続性・一貫性を確保し、子供に対して体系的な教育が組織的に行われるよ

うにすることが重要です。 

 

(2) ─ ≤ ─ ─  

幼児期の教育と児童期の教育には、子供の発達の段階の違いに起因する、教育課程の構成原理

や指導方法等の様々な違いが存在します。その一方、子供一人一人の発達や学びは、幼児期と児

童期とではっきりと分かれるものではないことから、幼児期の教育と児童期の教育との連続性・

一貫性を確保することが求められます。 

子供の発達と学びの連続性を確保するためには、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を

手掛かりに、保育者と小学校教員が幼児の成長を共有することを通して、幼児期から児童期への

発達の流れを理解することが大切です。すなわち、子供の発達を長期的な視点で捉え、互いの教

育内容や指導方法の違いや共通点について理解を深めることが大切です。 

 

(3) ─ ╦╡╕≢⌐ ∫≡╒⇔™  

「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」は、幼稚園教育要領等に示すねらい及び内容に基づ

く活動全体を通して資質・能力が育まれている幼児の幼児教育修了時の具体的な姿であり、小学

校教員が指導を行う際に考慮するものです。 
 

 

  

 

 

 

  実際の指導では、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」が到達すべき目標ではないことや、

個別に取り出されて指導されるものではないことに十分留意する必要があります。 

 

（１）健康な心と体  （２）自立心  （３）協同性  （４）道徳性・規範意識の芽生え  
（５）社会生活との関わり  （６）思考力の芽生え   （７）自然との関わり・生命尊重 
（８）数量や図形、標識や文字などへの関心・感覚    （９）言葉による伝え合い 
（10）豊かな感性と表現 

─ ╦╡╕≢⌐ ∫≡╒⇔™ ─  
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□ 幼稚園教育要領（文部科学省）平成 29 年３月  

 幼稚園教育要領解説（文部科学省）平成 30 年２月 

□ 保育所保育指針（厚生労働省）平成 29 年３月 

  保育所保育指針解説（厚生労働省）平成 30 年２月 

□ 幼保連携型認定こども園教育・保育要領（内閣府・文部科学省・厚生労働省） 平成 29 年３月 

幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説（内閣府・文部科学省・厚生労働省） 平成 30 年 3 月 

□ 小学校学習指導要領（文部科学省）平成 29 年３月 

https://www.mext.go.jp/content/1413522_001.pdf 

□ 幼保小の架け橋プログラムの実施に向けての手引き（初版）（文部科学省）令和４年３月 

https://www.mext.go.jp/content/20220405-mxt_youji-000021702_3.pdf 

□ 幼児教育は何のため？（幼児期の大切な学びが分かる動画）（文部科学省）令和６年４月 

https://www.youtube.com/watch?v=MExUaZ6M3G0 

□ 遊びは学び 学びは遊び“やってみたいが学びの芽” 

～園における資質・能力の育成～（動画コンテンツ)（文部科学省）令和６年４月 

https://www.youtube.com/watch?v=UxfAl3XWfGo 

□ 遊びは学び 学びは遊び“やってみたいが学びの芽” 

～多様な遊びから見える資質・能力を育むための園の工夫～(動画コンテンツ) 

（文部科学省）令和６年４月 

https://www.youtube.com/watch?v=VNjOwpuDd44 

□ 遊びは学び 学びは遊び“やってみたいが学びの芽” 

～どろだんご遊びから見える資質・能力を育むための園の工夫～(動画コンテンツ) 

（文部科学省）令和６年４月 

https://www.youtube.com/watch?v=VuIP2CUKq-U 

□ 幼児教育と小学校教育がつながるってどういうこと？ 

(幼児教育及び小学校教育関係者向けの参考資料)（文部科学省）令和６年４月 

https://www.mext.go.jp/content/20241024-mxt_youji-000038497-1.pdf 

□ わくわく・きときと接続ガイドⅡ（富山県教育委員会）令和７年１月 

https://www.pref.toyama.jp/documents/45197/2.pdf 
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資料 1－1 

 ─ ─  （第１章 ４ 「教職員の服務」に関連） 
 
 
 

        
 

   

  

  本指針は、富山県教育委員会の事務局及び教育機関の職員、県立学校の教職員並びに市町村立学校の

県費負担教職員（以下「教職員」という。）に適用する。 

 

 ─  

  本指針は、代表的な事例を選び、それぞれにおける標準的な懲戒処分の種類を掲げたものである。 具

体的な処分量定の決定に当たっては、  

   ① 非違行為の動機、態様及び結果はどのようなものであったか  

   ② 故意又は過失の度合いはどの程度であったか 

③ 非違行為を行った教職員の職責はどのようなものであったか、その職責は非違行為との関係でどの

ように評価すべきか  

   ④ 他の教職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか  

   ⑤ 過去に非違行為を行っているか  

等のほか、適宜、日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も含め総合的に考慮の上判断するものであり、個別

の事案の内容によっては、標準例に掲げる処分の種類以外（訓告、注意など事実上の行為を含む｡)とするこ

とがあり得る。  

例えば、標準例に掲げる処分の種類より重いものとすることが考えられる場合として、  

① 非違行為の動機若しくは態様が極めて悪質であるとき又は非違行為の結果が極めて重大であるとき  

② 非違行為を行った教職員が管理又は監督の地位にあるなどその職責が特に高いとき  

③ 非違行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき  

④ 過去に類似の非違行為を行ったことを理由として懲戒処分を受けたことがあるとき  

⑤ 処分の対象となり得る複数の異なる非違行為を行っていたとき  

 がある。 

また、例えば、標準例に掲げる処分の種類より軽いものとすることが考えられる場合として、 

① 教職員が自らの非違行為が発覚する前に自主的に申し出たとき  

   ② 非違行為を行うに至った経緯その他の情状に特に酌量すべきものがあると認められるとき  

がある。  

なお、標準例に掲げられていない非違行為についても、懲戒処分の対象となり得るものであり、これ

らについては標準例に掲げる取扱いを参考としつつ判断する。  

 

   

   

   (1)   

     ア 正当な理由なく１０日以内の間勤務を欠いた教職員は、減給又は戒告とする。  

     イ 正当な理由なく１１日以上２０日以内の間勤務を欠いた教職員は、停職又は減給とする。  

ウ 正当な理由なく２１日以上の間勤務を欠いた教職員は、免職又は停職とする。  
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ה (2)      

     勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた教職員は、戒告とする。  

   (3) ─   

     病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした教職員は、減給又は戒告とする。  

   (4)   

   勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた教職員は、減給又は戒告

とする。  

   (5) ╩ ∆   

ア 他の教職員に対する暴行により職場の秩序を乱した教職員は、停職又は減給とする。  

イ 他の教職員に対する暴言により職場の秩序を乱した教職員は、減給又は戒告とする。  

   (6)  

     事実をねつ造して虚偽の報告を行った教職員は、減給又は戒告とする。  

   (7) ⌂   

  ア 地方公務員法第３７条第１項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又

は県(市町村)の活動能率を低下させる怠業的行為をした教職員は、減給又は戒告とする。  

イ 地方公務員法第３７条第１項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、又は

その遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった教職員は、免職又は停職とする。  

   (8) ⅎ™  

  ア 職務上知ることのできた秘密を故意に漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた教職員は、

免職又は停職とする。この場合において、自己の不正な利益を図る目的で秘密を漏らした教職員は、

免職とする。 

  イ 具体的に命令され、又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより、職務上の  

秘密が漏えいし、公務の運営に重大な支障を生じさせた教職員は、停職、減給又は戒告とする。 

   (9) ╩ ∆╢ ─   

     政治的目的を有する文書を配布した教職員は、戒告とする。  

   (10) ─ ╩ ╢ ─↑   

営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て、

営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続

を怠り、これらの兼業を行った教職員は、減給又は戒告とする。 

   (11) ⌐ ∆╢   

   入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者

その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の

公正を害すべき行為を行った教職員は、免職又は停職とする。  

   (12) ─ ─   

   その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録され

た文書等を収集した教職員は、減給又は戒告とする。  

     (13) ─ ─ ⅎ™⁸ ⁸  

    児童生徒等に係る重要な個人情報を漏らし、若しくは重大な過失により紛失し又は盗難にあった教

職員は、停職、減給又は戒告とする。 

(14) ⌂  

職務の遂行に関して法令等に違反し、又は不適切な事務処理等により、公務の運営に重大な支障を与

え、又は重大な損害を与えた教職員は、減給又は戒告とする。 
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♩Ɫꜝ☻ⱷfiהꜟ▪ꜙ◦◒☿ (15) ─ ╩ ⌐↕∑╢ ⌐⅔↑╢ ⌂ ┘ ─ ╩

⌐↕∑╢ ⌐⅔↑╢ ⌂   

  ア 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影

響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした教職員は、免職又は停

職とする。  

  イ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電

子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動（以下「わいせつな言辞等の性的な言動」

という。）を繰り返した教職員は、停職又は減給とする。この場合においてわいせつな言辞等の性的

な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患したと

きは、当該教職員は免職又は停職とする。  

  ウ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った教職員は、減給又は

戒告とする。  

(16) Ɽ꞉הכⱢꜝ☻ⱷfi♩ 

  ア パワー・ハラスメント（職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な

範囲を超える言動であって、教職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、教職員の人格若しくは尊

厳を害し、又は教職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。以下同じ。）を行ったこと

により、相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた教職員は、停職、減給又は戒告とする。 

  イ パワー・ハラスメントを行ったことについて指導、注意等を受けたにもかかわらず、パワー・ハラ

スメントを繰り返した教職員は、停職又は減給とする。 

  ウ パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹

患させた教職員は、免職、停職又は減給とする。 

（注）（15）及び（16）に関する事案について処分を行うに際しては、具体的な行為の態様、悪質性等も

情状として考慮の上判断するものとする。  

 

   ™   

    (1)   

      公金又は公物を横領した教職員は、免職とする。  

    (2)   

       公金又は公物を窃取した教職員は、免職とする。  

    (3)   

      人を欺いて公金又は公物を交付させた教職員は、免職とする。  

    (4)   

      公金又は公物を紛失した教職員は、戒告とする。  

    (5)   

       重大な過失により公金又は公物の盗難に遭った教職員は、戒告とする。  

    (6)   

      故意に職場において公物を損壊した教職員は、減給又は戒告とする。  

(7)  

      過失により職場において公物の出火を引き起こした教職員は、戒告とする。  

    (8) ─ ה   

     故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した教職員及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をする

などして諸給与を不正に受給した教職員は、減給又は戒告とする。  
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    (9)   

      自己保管中の公金の流用等公金又は公物の不適正な処理をした教職員は、減給又は戒告とする。  

   (10) ◖fiⱧꜙכ♃─   

    職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせ

た教職員は、減給又は戒告とする。  

 

   

    (1)   

      放火をした教職員は、免職とする。  

    (2)   

      人を殺した教職員は、免職とする。  

    (3)   

      人の身体を傷害した教職員は、停職又は減給とする。  

  ⅛╪↑ה (4)    

    暴行を加え、又はけんかをした教職員が人を傷害するに至らなかったときは、減給又は戒告とする。  

    (5)   

      故意に他人の物を損壊した教職員は、減給又は戒告とする。  

    (6)   

      ア 自己の占有する他人の物を横領した教職員は、免職又は停職とする。  

      イ 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した教職員は、減給又は戒告とする。  

ה (7)       

      ア 他人の財物を窃取した教職員は、免職又は停職とする。  

      イ 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した教職員は、免職とする。  

ה (8)       

  人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた教職員は、免職又は停職とする。  

    (9)   

      ア 賭博をした教職員は、減給又は戒告とする。  

      イ 常習として賭博をした教職員は、停職とする。  

 (10) ─  

麻薬、大麻、あへん、覚醒剤、危険ドラッグ等の所持、使用、譲渡等をした教職員は、免職とする。 

   (11) ⌐╟╢ ⌂   

     酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした

教職員は、減給又は戒告とする。  

   (12)   

      公共の場所又は乗物において痴漢行為をした教職員は、停職又は減給とする。  

   (13)   

       公共の場所若しくは乗物において他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為をし、又は

通常衣服の全部若しくは一部を着けていない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をした教職員

は、停職又は減給とする。  

─┼▪▫♦ⱷꜟꜗ◦כ♁ (14) ⌂ ─  

ソーシャルメディアに他人や組織を誹謗中傷する内容、公序良俗に反する内容又は社会規範に反する内容

の投稿を行った教職員は、減給又は戒告とする。 
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    ⌐ ∆╢  

   (1)  

ア 児童生徒等に性交等をした教職員又は児童生徒等をして性交等をさせた教職員は、免職とする。 

イ 児童生徒等にわいせつな行為をした教職員又は児童生徒等をしてわいせつな行為をさせた教職員

は、免職とする（アに掲げるものを除く。）。 

ウ 刑法第 182条の罪、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関

する法律第５条から第８条までの罪又は性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録され

た性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第２条から第６条までの罪（児童生徒

等に係るものに限る。）に当たる行為をした教職員は、免職とする（ア及びイに掲げるものを除

く。）。 

エ 児童生徒等に次に掲げる行為（児童生徒等の心身に有害な影響を与えるものに限る。）であっ

て、児童生徒等を著しく羞恥させ、若しくは児童生徒等に不安を覚えさせるようなものを行った教職

員又は児童生徒等をしてそのような行為をさせた教職員は、免職とする。（アからウまでに掲げるも

のを除く。）。 

(ア) 衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の性的な部位その他の身体の一部に触れる

こと。 

(イ) 通常衣服で隠されている人の下着又は身体を撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機

器を差し向け、若しくは設置すること。 

オ 児童生徒等に対し、性的羞恥心を害する言動であって、児童生徒等の心身に有害な影響を与える

ものを行った教職員は、免職、停職、減給又は戒告とする（アからエまでに掲げるものを除く。）。 

（注 1）「児童生徒等」とは、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第２条第１項

で規定する学校に在籍する幼児、児童及び生徒並びに 18歳未満の者をいう。 

（注 2）「児童生徒性暴力等」とは、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第２条

第３項各号に規定する行為をいう。また、刑事罰とならない行為も含み、児童生徒等の同意や

暴行・脅迫等の有無は問わない。 

（注 3）(1)に該当する行為の例示 

ア 刑法第 177 条の不同意性交等罪、児童福祉法第 34 条第１項第６号の淫行罪に当たる行為や、富

山県青少年健全育成条例第 15条により禁止される性行為が該当する。 

イ 刑法第 176 条の不同意わいせつ罪、児童福祉法第 34 条第１項第６号の淫行罪に当たる行為（ア

の場合を除く。）や、富山県青少年健全育成条例第 15条により禁止されるわいせつな行為が該当す

る。 

ウ 以下の（ア）から（ウ）の行為が該当する。 

（ア）刑法第 182条の罪に当たる行為（16歳未満の者に対するわいせつ目的での面会要求（同条第

１項）、面会（同条第２項）、性的な姿態を撮影した映像の要求（同条第３項。いわゆる自撮り

要求等）） 

（イ）児童ポルノ法第５条から第８条までの罪に当たる行為（児童買春周旋（同法第５条）、児童買

春勧誘（同法第６条）、児童ポルノ所持、提供等（同法第７条）、児童買春等目的人身売買等

（同法第８条）（児童買春（同法第４条）は明記していないが、これは性交等に係る他の規定と

の重複を避けるためであり、児童買春は児童生徒性暴力等の対象となる。）） 

（ウ）性的姿態撮影等処罰法第２条から第６条までの罪に当たる行為（児童生徒等に係るものに限

る。）（児童生徒等に係る性的姿態等の撮影（同法第２条）、性的影像記録の提供等（同法第３

条）及び当該行為をする目的での保管（同法第４条）、性的姿態等影像の送信（同法第５条）、

及び記録（同法第６条）） 
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エ 富山県迷惑行為等防止条例第３条により禁止される卑わいな行為（痴漢や盗撮）が該当する。 

オ 児童生徒等に対するセクシャル・ハラスメント（児童生徒等を不快にさせる性的な言動（言動に

は口頭での発言に限らず SNSや電子メール、手紙等を用いることも含む。））が該当する。なお、

このうちわいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返すなど、特に悪質な場合は、免職を標準と

する。 

(2)  

ア 児童生徒に対して、体罰を行った教職員は、減給又は戒告とする。 

イ この場合において、児童生徒に傷害を負わせた場合は、停職、減給又は戒告とする。 

ウ この場合において、児童生徒を死亡させ又は重大な後遺症が残る傷害を負わせた場合は、免職又

は停職とする。 

(3) ⌂  

ア 児童生徒に対して、暴言等不適切な指導を常習的に行った教職員は、減給又は戒告とする。 

イ この場合において、児童生徒に著しい精神的な苦痛を与えた教職員は、免職、停職又は減給とす

る。 

（注）体罰又は不適切な指導に関する事案について処分を行うに際しては、当該行為の態様や行為に至る

経緯、児童生徒の心身の状況や事後の対応等も考慮の上、判断するものとする。 

 

ה  ה   

別表のとおりとする。 

 

   

    (1)   

   部下教職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を著しく欠いてい

た教職員は、減給又は戒告とする。  

    (2) ─ ║™⁸   

   部下教職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した教職員は、停職

又は減給とする。  

 

   

この指針は、平成 28年４月１日から適用する。 

附則 

この指針は、平成 28年７月 12日から適用する。 

附則 

この指針は、平成 29年４月 13日から適用する。 

附則 

この指針は、令和２年６月１日から適用する。 

附則 

 この指針は、令和５年 12月１日から適用する。 

附則 

 この指針は、令和７年８月７日から適用する。 
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  （第１章 ５ 「教職員の勤務等」に関連） 

 「県職員及び県費負担教職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則」 第１３条関係 

事  由 期  間 

(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使

する場合 

 必要と認められる期間 

(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等とし

て国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官

公署へ出頭する場合 

  必要と認められる期間 

(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血

幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者

としてその登録を実施する者に対して登録の申

出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹

以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢

血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合 

  必要と認められる期間 

 

 

 

 

 

(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで社会

に貢献する活動を行う場合 

  ５日の範囲内の期間 

(4)の２ 職員が自発的に、地域に貢献する活動を

行う場合 

 ５日の範囲内の期間 

(5) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行、その

他の結婚に伴い必要と認められるとき 

  ７日の範囲内の期間 

※直近の長期休業期間中の取得も可能 

（週休日、休日、休日の代休日を除く） 

(5)の２ 不妊治療の場合   10日の範囲内の期間 

(6) ８週間（多胎妊娠の場合にあっては、14 週間）以

内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 

  出産の日までの申し出た期間 

 

(7) 女性職員が出産した場合   出産の日の翌日から８週間を経過する日までの期間 

(8) 生後３年に達しない子の育児をする職員が、

その子の育児のために必要と認められる授乳等

を行う場合 

  １日２回、１日を通じて 90分を超えない範囲内

の期間 

 

(9) 妊娠中又は出産後１年以内の女性職員が母子

保健法第 10 条に規定する保健指導又は同法第

13条に規定する健康診査を受ける場合 

 

  妊娠満 23 週までは４週間に１回、妊娠満 24 週

から妊娠満 35 週までは２週間に１回、妊娠満 36

週から出産までは１週間に１回、産後１年までは

その間に１回、それぞれ、１日の正規の勤務時間

等の範囲内で必要と認める期間 

(10)妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関

の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響

があると認められる場合 

    交通機関＝公共交通機関、自家用車 

  （妊娠中の職員が運転するものに限る） 

  正規の勤務時間の始め又は終りにつき、１日を

通じて１時間を超えない範囲内でおのおの必要と

認める期間 

  

 

(11)妊娠中の女性職員がつわり（妊娠障害を含

む）のため勤務することが著しく困難な場合 

 14日の範囲内の期間 

 

(12)女性職員が生理日に勤務することが著しく困

難である場合 

  （連続する）２日の範囲内の期間 

(13)職員が妻又は子若しくは子の配偶者の出産に

伴い勤務しないことが相当であると認められる

場合 

  出産の予定日前１週間目に当たる日から出産の

日後２週間目に当たる日までの期間内における２

日の範囲内の期間 
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事  由 期  間 

(14)職員の妻又は子若しくは子の配偶者が出産す

る場合で、出産の予定日前８週間目（多胎妊娠

の場合にあっては、14 週間目）に当たる日から

出産の日後 16 週間目に当たる日までの期間にお

いて、妻等の世話、当該出産に係る子若しくは

孫又は小学校就学の始期に達するまでの子若し

くは孫（妻の子又は孫を含む）の養育のため勤

務しないことが相当であると認められるとき 

 当該期間内における８日の範囲内の期間 

 

(15)職員が、配偶者（事実上も含む）、父母、子、

配偶者の父母、祖父母、孫、兄弟姉妹の看護等

（負傷・疾病にかかった者の世話、職員と同居す

る中学校就学の始期に達するまでの子の疾病の予

防を図るための世話、学校の休業に伴う世話、教

育・保育に係る行事への参加）のため勤務しない

ことが相当であると認められる場合 

 【同居を要件とするもの】 

  父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配

偶者、配偶者の子 

 １の年において５日（職員と同居する中学校就

学の始期に達するまでの子が２人以上の場合は 10

日（ただし、10 日のうち５日は職員と同居する中

学校就学の始期に達するまでの子の看護に限

る））の範囲内の期間   

 

(16)配偶者、父母、子、配偶者の父母等の介護そ

の他の人事委員会が定める世話を行う職員が、

当該世話を行うため勤務しないことが相当であ

ると認められる場合 

 １の年において５日（要介護者が２人以上の場

合にあっては 10日）の範囲内の期間 

 

(17)職員の親族が死亡した場合  「県職員及び県費負担教職員の勤務時間、休日

及び休暇に関する規則」別表第３を参照 

(18)職員が父母、配偶者及び子の追悼のための特

別な行事のため勤務しないことが相当であると

認められる場合 

 １日の範囲内の期間 

(19)地震、水害、火災その他の災害により職員の

現住居が滅失し、又は損壊した場合で､職員が

当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが

相当であると認められるとき等 

  ７日の範囲内の期間 

（週休日、休日、休日の代休日を含む） 

(20)地震、水害、火災その他の災害又は交通機関

の事故等により出勤することが著しく困難であ

ると認められる場合 

  必要と認められる期間 

 

(21)地震、水害、火災その他の災害又は交通機関

の事故等に際して、職員が退勤途上における身

体の危険を回避するため勤務しないことがやむ

を得ないと認められる場合 

  必要と認められる期間 

 

 

 

(22)職員の健康保持のため必要な場合 

 

  ７月１日から９月 30日までの期間内における５

日の範囲内の期間 
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 ─↔  （第１章 ６ 「教職員のメンタルヘルス」に関連） 

 

ה ─ ₈ ₉  

区分 委嘱医(医療機関) TEL E-mail 備考 

新川

地区 

葛野 洋一 

（魚津緑ヶ丘病院） 

0765-22-

1567 
kadono@umh.jp 

メール・電話で
予約のうえ
医療機関を  
訪問 

富山

地区 

麻生 光男 

（富山県心の健康センター） 

076-428-

1511 
mitsuo.aso01@pref.toyama.lg.jp 

高岡

地区 

明橋 大二 

（真生会富山病院） 

0766-52-

2156 
akehashi@shinseikai.or.jp 

砺波

地区 

福井 靖人 

（砺波サナトリウム福井病院） 

0763-33-

1322 
hp-fukui@io.ocn.ne.jp 

電話で予約のうえ 
医療機関を  
訪問 

※予約の際は、「教職員・心の健康管理医」利用であることを伝えてください。 

※相談料は無料（ただし、治療に移行することとなった場合の医療費は、個人負担となります。） 

 

  ⱷfi♃ꜟⱫꜟ☻  

対 象 者 組合員とそのご家族 

相 談 料 無 料 

相談日 
北陸中央病院の医師・

臨床心理士による相談 

月曜～金曜 １０：００～１６：００ 

（祝日、12/29～1/3 除く） 

詳細については、下記連絡先までお電話ください。 

申し込み方法 

(要予約) 

電 話 
（代表）にて 

「メンタルヘルス相談希望」とお伝えください。 

人間ドックのオプション 
ドックのオプション検査希望表の「メンタルヘルス

相談」の欄に「〇」をご記入ください。 

メール 

次のメールアドレスからお申込みください。平日３

日以内に返信いたします。  

mental-yoyaku@h-c-h.jp 

 

  ⱷfi♃ꜟⱫꜟ☻   

移動距離や勤務の都合上、メンタルヘルス相談に足を運ぶことが難しい方や、ちょっと話を聴

いてもらいたい時にお電話ください。臨床心理士がプライバシー厳守にてメンタルヘルス相談に

お電話にて応じます。 

対象者 
富山県、石川県、福井県、新潟県、長野県の支部に所属している公立学校共

済組合員 

受付時間 毎週 日曜日 8：30～12：00、13：00～16：30（12/29～1/3 除く） 

利用時間 １回 30 分程度 

電話番号  （通話料及び相談料無料） 
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４ 「よりよい授業を目指して」(教員用リーフレット)  富山県教育委員会 平成 26 年３月 

  (第４章 １「授業の創造」に関連） 

 













































目標

新たな
目標

　「富山県公立学校の教員等の資質向上のための指標」は、本県教員が主体的に資質能力の向上を図る際、自
らのキャリアステージ全体を見通し、その職責、経験、ニーズ等に応じて、効果的・継続的な研修を行うため
の目安となるものです。本指標を活用するとともに、本県の「教職員研修と指標との関連表」を参考に研修に
取り組み、これからの時代に求められる資質能力を高めていきましょう。

　指標を見て、「伸長」と「貢献」の２つの視点から、自分の
理解につなげましょう。どんな気付きがありますか。

　指標は、画一的な教員像を求めるものではなく、年齢や経験に
関わらず、各自の長所や個性の伸長を図るものです。協働的な学
校づくりに向け、主体的に学校運営に参画していきましょう。

指標活用ガイド　～自ら学び続ける教員の成長のために～

　自分が目指す教員としての姿は、
明確にイメージできていますか。

大学等の学びで身に付けた
基礎となる知識・技能等

協働的な学校づくりに向協働的な学校づくりに向
け、主体性を発揮するけ、主体性を発揮する
協働的な学校づくりに向
け、主体性を発揮する新規採用時に

目指す姿 貢献貢献貢献

専門性の向上を図る

伸長（Step2）

基礎的な力を身に付ける

伸長（Step1）

※　指標の活用については、学校や各自の実情にあわせ、よりよい方法を検討しましょう。

対話に基づく受講奨励での活用（例） 　日々の教育実践の中での目標の設定、
振り返りとして活用（例）

　指標に照らし合わせ、各自のキャリアステージに
応じた目標を主体的・自律的に設定することに役立
てましょう。

　指標を基に適宜振り返り、得意分野を伸ばした
り、苦手分野を改善したりするなど、資質向上に向
け、日々の取組に生かしましょう。

そのために必要な
資質能力を確認

受講履歴、
校務分掌等
を踏まえた
助言

自らの資質向上のニーズを
踏まえた目標の設定

＜年度始＞
指標のチェック欄を使い、自己の資質能力を確認

指標のチェック欄を使い、自己の資質能力を確認

期首面談

学びの成果や成長の振り返
りと、今後の課題や展望等

期末面談等

日々の教育実践・研修・
OJT等による多様な学び

校長等

今後の資質
向上のため
の助言

校長等

各自が目指す
教師像

自分の強みは？
自分の弱みは？

自己理解

振り返り

伸ばしたい資質能力は？
・学校運営について
・学習指導において
・保護者や地域との連携に
ついて
・他の教員との連携について
　　　　　　　　　  等

目標の設定

職責に応じて
　　　　必要なのは？
・管理職として
・学級担任として
・養護教諭として
・栄養教諭として
・生徒指導主事として
　　　　　　　　　 等

必要な資質能力

身に付いた資質能力の確認
新たな目標の設定
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https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/1412985_00005.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/mext_01933.html
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1397802_00005.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/senseiouen/mext_01317.html
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/004/gaiyou/mext_00010.html
https://www.mext.go.jp/
https://www.nier.go.jp/
https://www.nise.go.jp/
https://www.pref.toyama.jp/kensei/kenseiunei/kensei/soshiki/30/index.html
https://www.center.tym.ed.jp/
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